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午前10時00分開議 

○議長（小川 廣康君）  おはようございます。 

 報告します。渕上清君から欠席の届出があっております。 

 ただいまから議事日程第２号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○議長（小川 廣康君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は５人を予定しております。 
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 それでは、届出順に発言を許します。１１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  皆様、おはようございます。１１番議員の波田政和でございま

す。 

 質問に入る前に、今回、副市長人事で、市民総意の下、就任なされました俵新副市長の今後の

御活躍を期待し、敬意を払うものであります。よろしくお願いしときます。 

 また、比田勝市長におかれましては、市政２期目の新体制での行政運営がスタートし、選挙戦

で市民へ掲げられたすばらしい公約を実現するため、１期目では前市長の引継ぎ案件等もあり、

比田勝市長の力量が十分発揮できなかったこともあると存じておりますが、これまで以上に期待

するものでありますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、通告しておりましたとおり、今回は、市長が選挙戦で市民へ訴えてこられた、市長が掲

げる５つの拡大戦略の中から、主に健やか戦略、整える戦略、迎える戦略についてお伺いします

が、先日の２期目の所信表明の中で詳しく表明はありましたが、今回は、市長が選挙戦で市民へ

訴えてこられた公約を中心に、選挙後、私に多くの市民の皆様から、市長へぜひ市民の生の声を

届けてほしいとの要望があり、今回その声を中心に質問をさせていただきたいと考えております

ので、市民目線に立った、市民が理解しやすい御答弁をお願いいたします。 

 まず、健やか戦略、健康福祉についてですが、健やかの原点は、市民の生命と財産を守ること

が、まず根幹にあると思います。このたび、世界的有事に匹敵するとも言われているコロナ感染

予防と対策が、本市としての動きが見えづらく、具体的にどのような対策、対応がなされたのか

お尋ねをいたします。幸いにも市民の御協力もあり、本市の場合、感染者の発生や拡大が広がら

ず、安心しているところではございますが、本市の危機管理体制が十分な機能を発揮しているの

か。市民の生命、財産をしっかり守ることが、この戦略の根幹であると思うのですが、市長の見

解をお伺いいたします。 

 次に、整える戦略、快適生活環境の拡大についてですが、その中の道路生活基盤の整備拡充に

ついてであります。私は、たびたび南部地区の道路整備事業について質問をさせていただいてお

りますが、毎回同じ答弁で、早期実現の可能性に乏しく、また、３月議会においても、この路線

の整備について同僚議員の質問や答弁も伺っておりますが、安神新トンネルの開設は、地元住民

はもちろん、この路線を利用される市民の皆様が待ち望んでいることは、今さら言うまでもあり

ません。また、この路線の利用率からいっても、本市における整備計画の中でも最も重要な路線

であり、改良効果が期待できるものと確信をしております。内示率の話はある程度は理解はいた

しますが、住民目線の考え方としては、行政運営は継続であり、本市唯一の廃棄物処理でもある

対馬クリーンセンターへのアクセスラインの重要性を鑑みた場合、決して後回しにできない路線

整備であると認識しておりますが、いま一度、市長の御見解をお尋ねしておきます。 
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 次に、迎える戦略、交流人口の拡大についてですが、日韓の政治的問題から始まり、新型コロ

ナ感染症の発生に伴い、国内外からの観光客が激減し、本市の観光産業のみならず、農林水産業

や物流業、運送業、小売業、幅広い業種において多大な影響が発生していることは、皆様も御承

知のとおりと存じます。 

 先般、本市がホームページで発表されました６月１日以降の対馬市の取組方針の中に、６月の

１９日からは県外からの観光客誘致事業が開始され、県と歩調を合わせながら、経済の回復に向

けた取組を行ってまいりますとあり、その第一弾として、市民向けの島民クーポン販売を行うこ

とが計画されているようであります。県と歩調を合わせることについては何ら否定するものでは

ありませんが、本市への観光客誘致に向けた取組については、本市でしか見えない部分もあると

思われることから、まず県に対し、本市の意向または考え方を十分に県に示す必要があると考え

ております。 

 国外からの観光客については、皆様御承知のとおり、現在、日本政府のコロナ感染防止を目的

とした水際対策の強化により、６月末まで韓国から日本へ渡航する短期滞在者にも査証、いわゆ

るビザの申請が必要な状況であります。 

 そこで、本市において国内観光客や水際対策解除後の国外観光客、いわゆる韓国人観光客に対

し、どのような観光施策をお持ちなのか。また、韓国人観光客において受入れ体制をどのように

なされるのか。それに伴い、どのような準備をされているのか。以上３項目について、市長の御

見解をお尋ねします。 

 以上、よろしくお願いしておきます。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。波田議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、新型コロナウイルスは、令和２年１月１５日、国内において第１例目の感染者が確認

され、１月２８日に感染症法に基づき指定感染症に指定、２月２０日には福岡県内第１例目の感

染者が確認されたことは、御承知のとおりであります。この間、１月２０日頃から感染症対策を

担う対馬保健所と情報共有を図りながら、市ホームページ、防災行政無線と段階的に活用し、感

染予防の周知啓発を行ってまいりました。福岡は、対馬市民にとりまして、日常的に頻繁な往来

がある生活経済圏であることから、危機感を抱き、国、県の対処方針なども示されない中、２月

２６日、庁内対策検討会議を招集し、感染防止対策の洗い出しと職員間の情報共有を図ったとこ

ろでございます。 

 ３月１３日、国の新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえ、本県対策本部が設置

され、本市も同日、対策本部を設置いたしました。 

 翌１４日、壱岐市において県内第１例目の感染者が確認されたことを受け、同日、第１回対馬
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市対策本部会議を開催し、壱岐市の情報把握と対応協議に努めたところであります。市民の皆様

からは、韓国において感染が拡大した時期には、韓国からの入国制限を行うよう要望も届きまし

たが、外国人の入国規制については、国の施策であり、一自治体の権限の範疇を超えるものであ

ります。また、日本であっても、島の外からの上陸を止めるべきだなどの水際対策の強化を求め

る意見もいただきましたが、外国人の入国を拒否することは、入管法第５条の規定により可能で

はありますが、国内における人の移動を制限できる法律はなく、一自治体として可能な対策は見

当たりませんでした。 

 そのような中、北海道の苫小牧港においては、海上運送法に基づき定められた標準運送約款の

旅客運送の部第３条第２項の規定により、商船三井フェリーが乗船前に乗客の体温検査を行い、

症状のある方は乗船を見合わせていただくという対応を取っているとのの情報を得ました。早速、

九州郵船へ協力要請を行いましたが、乗船を見合わせた方への対応方法について、責任の所在な

ど、両者において判断に迷う点もあり、また、今回の新型コロナウイルスは、２０１５年に韓国

でも流行したＭＥＲＳとは異なり、無症状の感染者がいることから、体温検査の実効性に疑問が

あったことも、検査体制の構築が遅れた理由の一つでもあります。 

 加えまして、長崎県が３月２７日付専決予算により、航路事業者へのサーモグラフィーや非接

触型体温計の貸与事業を構築しましたが、国内的に医療資材の調達もままならない状況にあり、

航路事業者としても県からの貸出しを待つほかない事情もございました。 

 また、九州郵船へは、壱岐で下船する乗客と対馬で下船する乗客を１階席、２階席で仕切るよ

うな対応ができないかとの要望もいたしましたが、会社側の御都合により、対応が難しいとのこ

とでございました。 

 次に、経済対策につきまして、４月の臨時議会にて議決いただきました経済対策予算として、

商工費及び水産業費に３億２,０００万円の補正予算を計上し、市内の商工業者、漁業者への緊

急支援を第１弾として実施しております。また、６月１２日に成立した国の第２次補正予算を活

用した本市独自の第２弾の経済対策につきましても、早急に準備を進めているところでございま

す。 

 当面は、ウイズコロナの新しい生活が続くものと思われます。必ず来ると言われている第２波、

第３波に備え、感染症防止並びに経済対策の両面から、市民生活を維持するため、緊急経済対策

推進室を設置し、推進をしてまいる所存であります。 

 次に、２点目の整える戦略の中から、南部地区道路整備全般と安神トンネル整備について御質

問がありました。 

 南部地区の道路整備状況につきましては、未整備区間も多く、日常生活におきまして、特に救

急搬送の観点からも、整備の必要性を十分に承知しておりますので、尾浦から浅藻間の整備計画
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を早急に実施したところでございます。 

 その中でも、安神地区には、本市唯一のごみ処理施設がございますので、特に早急な整備が必

要ということで、着手をいたしましたところでございます。当然のことながら、本路線に計画し

ておりますトンネルにつきましても、早急に着手したいとの思いでございます。 

 しかしながら、近年、社会資本整備総合交付金の事業費の抑制、内示率の低減が続いておりま

して、予算の確保も厳しく、なかなか思うような進捗が図れていない状況でございまして、現状

では、トンネル着手完成年度につきまして、見直しの必要に迫られております。 

 このため、従来の交付金よりも補助率は若干低くなるものの、より確実に予算の確保が見込ま

れる道整備交付金への移行の協議を進めているところでございまして、早期完成を図るべく努力

をしているところでございます。 

 次に、３点目の迎える戦略の中の、バランスの取れた国内外の交流人口拡大の取組についてで

ございます。 

 御存じのとおり、昨年夏から政府間摩擦により韓国人観光客が激減しており、加えて、この春

先から新型コロナウイルス感染拡大の影響により、対馬市の観光業はもとより、ほとんどの産業

に大きなダメージを受けています。このような中で、これまで観光客の誘致はもとより、国内外

の交流事業は全くできない状況となっておりました。しかしながら、５月２５日に全国で緊急事

態宣言の解除もあり、感染拡大防止策と新しい生活様式を維持しながら、観光客の誘致のための

準備をしなければなりません。新型コロナウイルス収束後は、昨年１２月に、対馬観光のあり方

検討会の提言により策定した対馬観光再生ビジョンを基に、国、県の支援をいただきながら、観

光客誘致の活動を強力に推進してまいります。 

 幸いにも、博物館、朝鮮通信使資料館のオープン予定、よりあい処つしまのリニューアル、厳

原港ターミナルの完成間近、最強の城に選ばれた金田城の整備申請など、観光客を迎える大きな

目玉が着々と整ってきております。 

 インバウンドについては、現在、国により入国制限、ビザ免除停止、検疫強化措置による

１４日間の待機期間など、国内客誘致よりさらに高いハードルがあります。これらの諸措置が解

除された暁には、これまで培ってきた韓国との交流事業を再開しながら、観光客の誘致を強力に

推進したいと考えております。 

 また、台湾や香港といった新たな地域へのインバウンドへの誘致の活動を、積極的に展開して

まいりたいと考えております。 

 また、７月からは、観光アドバイザーを招致し、観光物産協会の強化を図るとともに、おもて

なし協議会が中心となって、ホテルや飲食店のおもてなしの体制整備を図っていきたいと考えて

おります。 



- 61 - 

 観光産業は、対馬市にとって大きな産業に育ちつつありまして、市においては、昨年度からの

補正予算分で、現在実施中の事業に加え、第２弾として、帰省客の特典事業や観光業応援給付金

などを追加する予定として準備をしております。 

 また、国、県においても、新型コロナウイルス収束期において、６月１９日に開始される宿泊

割引事業や、８月にはＧｏＴｏキャンペーンの実施が予定されています。このような事業を通し

て観光産業を下支えし、関係機関、関係事業者とともにバランスの取れた交流人口の拡大を図っ

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  どうぞ、１１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  ありがとうございました。 

 それでは、順番を変えまして、整える戦略から再質問させてもらいます。 

 先ほど市長は、南部地区の道路整備は必要性を十分理解しておるという話があっておりました。 

 そこで、まず、安神地区道路整備事業の中から、トンネル整備についてお伺いしたいと思いま

す。そもそもこの事業は、安神地区に全島の市民が生活するために発生する廃棄物を処理するた

め、この地区に処分場を建設する際に開催された住民説明会から思い出していただきたい。その

当時と時代は変わったといえ、住民感情としては、行政運営は継続し、引継ぎがあっていると認

識しておりますが、このクリーンセンターへ搬入される実績台数ですね。もう既に御承知と見ま

すが、年間２万三、四千台入っておりますよね。毎年増加傾向にあるのは、データが出ておるか

ら分かると思いますが、この利用率から考えた場合も、この路線、俗に言うトンネル整備は、ど

こよりも最優先するべきであると私は考えております。これは、昨日、今日、クリーンセンター

つくったわけではございませんのでね。当時から、もう相当な時間もたっております。しかし、

それなのに、いまだもってそういう状況ということが、少し考えるところあるのかなと思ってお

ります。 

 そういった意味で、住民説明会とか総会に参加させてもらった折に、住民は到底納得していな

いわけですよね。流れに任せた進捗状況をですね。住民の人から、我々を無視しておるというよ

うな話もたくさん出ております。そうは言っても、行政の対応、全て私は否定しているものでは

ありません。現在の整備計画を前倒ししてでも、早期着工から完成できないものか。このたび行

政より説明があっておりますから、内示率についても、地域の方々も、私どももそれなりに理解

はしております。しかしながら、先ほども話があっておりましたが、国とか県に頼むだけで住民

の生活は守れるものではないじゃないですか。対馬市として、比田勝市長としてどう捉えるのか

が大事じゃないかと私は思っております。これは住民の声でありますので、よくここは理解して

いただきたいなと思っております。 
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 先ほどから言いますが、２期目の比田勝市政としてどうするのかという決意を、再度お伺いし

たいなと思っております。政治的手腕と一言で言うのもちょっとおこがましいわけでありますけ

ども、期待に応えて初めて自分の職責が全うできるかなと思っておりますので、まず理解してい

ただきたいと。 

 先ほど、南部地区必要であると、この道路についてはですね、お話があっておりましたので、

理解していただいておると思いますが、この整備事業については、お話の中にもありましたが、

住民に対して、なぜ話があってから先にずらないのかという、納得いく説明ができないものかな

と考えているわけですよ。住民に対して行政の取組や情熱をどう伝えていくのかというより、ど

う理解していただけるのかということが大事やないかなと私は思っております。 

 そこで、これまでの安神から浅藻の整備計画について、様々な協議がなされていることはお互

い理解しておりますが、しかし、市の単独で計画する非現実的な、不可能に近い構想がたびたび

あっておるのも事実ですね。最も必要不可欠な安神トンネルも進まない状況の中で、市の単独財

源でそういう計画をするというのは、もう無策としか、無策です、無策、言いようがありません。

だから、見直すならしっかり見直して、県と国含めてそうでしょうが、本当に話合いせんと、や

る気があるならば、市の単独でやりますという話はできませんよね、本当。だから、同じ税を使

うわけですから、しっかり話合いしていただいて、早期に手をつけていただきたい。ここの市長

の南部地区の思いを、道路が全てとは言いませんけども、もう生活を守るため一番大事じゃない

かなと思っておりますので、この辺を含めて、再度御答弁お願いします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  先ほど答弁したとおりでございますけども、その中でも、私も選挙期間

中から、市民の生活を守るためのインフラ整備は欠かすことができないというようなことで、今

後整備を一生懸命に進めてまいりますということで公約させていただきました。 

 そういうことで、先ほど１１番議員の波田議員さんからお話がありましたように、安神地区の

この道路につきましても、生活道路だけではなくて、対馬市の廃棄物ごみ処理関係が全て集まる

地域でもあります。地域の皆様には、そのような面で御迷惑をおかけしていることもあろうかと

いうふうに考えております。そういう中、これまでも一生懸命に社会資本整備総合交付金でこれ

を、事業を進めていこうということで、職員共々県にお願いし、国にお願いしながら進めてまい

りましたけども、最近、この交付金関係の予算がなかなかつきづらいというようなことで、我々

も、じゃあ、どうすればいいかというようなことを県のほうとも御相談を申し上げながら進めて

きた結果、補助率は若干下がりますけども、そこはもう致し方ないと。いかに早くこの事業を進

めるかというようなことで、道整備交付金事業のほうに切り替えて、少しでも早くこの事業を進

めていくという決意をしたところでございます。 
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 そういう関係で、今後は、約３０億近くのトンネル工事に着手することとなります。市のちょ

っと負担金は若干増えることにはなりますけども、この道整備交付金を活用して、今後この尾

浦・安神線の道路につきまして、いち早く整備を進めてまいりたいと考えております。どうぞよ

ろしく御理解を賜りますようお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  １１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  ありがとうございます。 

 それでは、今、交付金のやり方とか、また、今説明がありましたけども、そういう中で、考え

は理解しました。では、いつからするんですかね。いつから始めて、どうなるかという、ある程

度の話がなからんと、なかなか納得はできなくて、そういう考えであるということなんですか。

それとも、実際もう進んでいるわけですか。そこをもう一度お願いします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この道整備交付金事業につきましては、令和３年度、来年度からこの事

業のほうに切り替えて実施してまいる計画であります。 

○議長（小川 廣康君）  １１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  分かりました。 

 それでは、早期完成に向けて考えられた答えだろうと思っておりますが、こういったことを、

やっぱり地域住民の方にいち早く伝えることを努めていただきたいなと思っております。これは

要望しておきますね、ここは。よろしくお願いします。 

 続きまして、健やか戦略について少しお尋ねしますが、私は、健康は財産、生命を守るのが一

番だと先ほど話しましたが、ここでお話したいのは、危機管理体制なんですよ。これは、毎回お

話する中で、本当に機能しているのか、していないのか。先ほども話があっておりましたが、協

議に努めたとか、どこどこに話をしましたとかは分かります。それは内部事情であって、だから

どうなったのかが欲しいわけですよ。どうですか。そこをもう一度お願いします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  危機管理体制ということでございますが、まず一番重要なことは、対馬

に感染者が発生しないよう、水際対策を講じることではないかというふうに思っておりますし、

市民の皆様にはなかなか情報が行き渡らないというようなことで、不安を感じていらっしゃる市

民の方が大勢いらっしゃったというようなことで、当初は一日２回ぐらい防災無線におきまして、

今の対馬の置かれた現状を報告をしております。 

 それとあわせまして、今、対馬保健所のほうとも情報共有をしているところではございますが、

私のほうからも、６月の４日に行われた緊急のスクラムミーティングにおきましても、私と、あ

と１市の市長、２名だったと思いますが、もう少し情報を市のほうにもくださいと。どうも保健
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所関係で止められて、こちらのほうに正確に伝わってきていない部分が多々あるというようなこ

とで、できる限りの情報を伝えていただくようお願いをした次第であります。 

○議長（小川 廣康君）  １１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  分かりました。市長、ということは、国も県も市も連携が取れ

ていないと言ってあるんですか、それは。そうじゃなくて、私が話しているのは、市としてどう

なのかと。情報が云々は、それはデスクワークで考えてください。しかしながら、不安を仰ぐか

ら自然に放っとったように聞こえるんですけどね、私は。間違えていたらごめんなさい。その辺

で、危機管理体制が十分に発揮されていなかったとの評価がありますので、ここは、またどうい

う形かで伝えていただければいいのかなと思っております。 

 そこで、先ほども話がありましたが、第２波、第３波が襲来を備えて、可能性があるから、市

としてはどうしているのかということなんですよ。聞き及んでいますところでは、何ら対策が取

られとるか取られとらんかは、説明がないから分かりませんよね。ただ、今まで全国的にいろん

なものが、学校問題にしても、高齢者の問題にしても、障害者の問題にしても、弱者に対してで

も、そういった、時にはこんなものがあるんであるとか、そういう話とかもまだないんでしょう。

もう少し具体的に言いますと、実際に２波、３波が来たときに、対応というのは、こういった隔

離する場所が何か所あってとか、いろんなそういったもろもろをできているんですかということ

を、危機管理体制上聞いているんですよ。もう第１波が来たわけですから、２波、３波が来ると

きには、こうこうこういったものが出来上がっているんですよというものを説明してほしいんで

すが、どうですか。お願いします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、先ほど申し上げるのを忘れてしまいましたけども、これまでのコ

ロナウイルス対策、水際対策ということでは、できることはやりましょうというようなことで、

３月の２０日から３１日まで、１２日間ではありましたけども、フェリーで来られたお客様、ジ

ェットフォイルで対馬に来られたお客様を誘導しながら、手指の消毒対策は実施できたところで

ございました。 

 それと、また次の今後の第２波、第３波に対する計画はできているのかというようなことでご

ざいましたけども、このことにつきましては、もともと県のほうとも協議をしながら、感染者が、

対応が、例えば、病院のほうで感染者が増えて難しいようなときには、別の施設を準備できるよ

うなことにしたいというようなことで、今動かれているというふうに思っております。このこと

につきましては、もう県のほうが主体で動かれておりますので、ちょっと私のほうでは、それが

どこまでできているかということは存じておりません。 

 以上でございます。 
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○議長（小川 廣康君）  １１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  それでは答弁になっておりません。市長、分かるんですよ。上

級官庁がおりますからね。でも、市民は、そういった危険なものに対して、対馬市としてはどう

なのかということを求めてあると思うんですね。そういうことからいって、いろんな各機関と協

力体制にありながら進めてあるというのは理解はしておりますが、住民に徹底するために、それ

は第１波が来て、２波、３波になるときには、もう予習復習をできておらなおかしいじゃないで

すか。そこを話をしているんですよ。だから、国とか県がいろんなそういった対策をやるに相乗

りするんじゃなくて、対馬市としてはこういうことを考えておりますと、県に話をしていただけ

ませんか。どうですか。もう一度お願いします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  先ほども申し上げましたけども、今の段階で、私のほうからちょっと申

し上げることはありません。申し訳ございません。 

○議長（小川 廣康君）  １１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  分かりました。冒頭から話しますように、市民は比田勝市長さ

んを頼っておりますので、そこを背負っていってあると私は思っておりますから、積極的に県な

り国なりに働きかけをしていただいて、しっかり市民を守っていくという考え方をお願いしたい

と思っております。 

 最後に、迎える戦略についてなんですが、いろいろ事情は今までるる話しましたが、そのとお

りなんですけども、バランスの取れた観光誘致ということがメインの話であったようにあります

が、まず、インバウンド、韓国人が来ないようになった理由とか、いろいろあるじゃないですか、

今までですね。しかしながら、自然増、自然減で終わらせる人はいないと思うんですよ。先ほど

の話では、新たにタイや香港を、バンコクも含めてそうでしょうが、そういうものも展開してい

くという話は分かりますよ。しかしながら、第１次産業に匹敵をするぐらいの韓国の観光産業あ

ったじゃないですか。しかし、それはどうなっているんですかと言っとるんですね。これをやら

んで、それはもうそれとして終わらせて、次の新天地に行こうという考え方は、納得いきません

ね。だから、しっかりした説明をしていただかないとですね。もう少し詳しくお願いします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  決して韓国からの観光客を諦めたとか、今後誘致することを諦めたと、

そういうことではありません。このことにつきましては、これまで対馬の観光体制というのが、

あまりにも韓国１国に偏り過ぎたというようなところを反省しながら、それ以外のインバウンド

についても進めていきいましょうというようなことでございまして、韓国のほうにつきましても、

これまでどおり交流を深めながら、誘客をしてまいりたいというふうには考えております。 
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○議長（小川 廣康君）  １１番、波田政和君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  分かりました。それはそうだろうと思っておりますけども、第

１次産業に匹敵するぐらいの観光産業を諦めるはずがないとは思っております。しかしながら、

それがいいか悪いかは別として、今やるべき動きをやってくださいと言っとるんですね。それは、

そういったものが解除を、全面解除、通常に戻った場合に、それからスタートしよっても遅いん

じゃないかなと思うから、どうにか今の期間中にでも次の手を打ってくださいということが、皆

さん望んでおるとこであります。 

 それと、国内に切り替えた場合、こういったいろんな規制がある中で、里帰りしていない人と

か、たくさんおると思うんですね。そういった方々に里帰り観光をするとか、そういった長く対

馬へ来ていないとか、そういったものを何か銘打ってでも、しっかりとした誘致をすれば、また

形は変わってくるのかなと。 

 私は、個人的見解ですけども、対馬に観光人口を増やすためには、市長がいつも言われる国境

新法を使ってでも、もうこれは税ですから、基本的に。全国どこに使ってもいいんじゃないかな

と思っているんです。対馬の人だけが飛行機が安いとか、高いちゅう話じゃないじゃないですか、

ここは。ここに、考え方をもう少し幅広く持っていただいて、来島をしてくれる方には全員とい

うぐらいの動きをせんと、戻らんのじゃないかなと思っております。これは、税の考え方から話

をしております。何も対馬島民だけが恩恵を受ける必要はないんですよ。税は、いざというとき

のための貯金ですからね。皆さんが、全国の皆さんがですよ。そういったものを有効利用をして

いただいて、またさらなる展開を望んで、私の質問を終わりとしますので、よろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

○議長（小川 廣康君）  これで波田政和君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（小川 廣康君）  暫時休憩をします。再開を１１時５分からといたします。 

午前10時47分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時03分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

 引き続き市政一般質問を行います。５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  会派つしまの小島德重でございます。通告に従い、３項目６点お

尋ねいたします。 

 １項目め、比田勝市政１期目の総括と２期目の市政運営についてお尋ねします。 

 １点目は、１期目の公約実現の達成度について通告していましたが、去る６月１６日の所信表
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明において４年間の検証がなされましたので、所信表明との重複を避けるため、所信表明で述べ

られた以外に市長の見解があれば御答弁をお願いいたします。 

 ２点目は、２期目の市政運営に当たり、対馬の現状を踏まえ、スピード感のある多様な政策決

定、執行が求められていると考えます。市長の見解を伺います。 

 ２項目め、市長の選挙公約５つの拡大戦略、その１、「働く」の具現化のうち、特に水産業者

への支援についてお尋ねします。 

 新型コロナウイルスの影響により、対馬の基幹産業である魚介類への需要が大幅に減少、魚価

が低迷し、事業者の経営が悪化しています。経済対策の漁業者緊急支援助成金の支給対象者は正

組合員のみとなっていますが、一定の漁獲高を上げ、漁業で生計を立てている准組合員も漁業者

緊急支援助成金の支給対象とする第２弾の対策を打ち出すべきです。市長の見解を伺います。 

 ３項目め、拡大戦略その５、「育てる」の具現化のうち、特にＩＣＴ教育の拡充・充実につい

てお尋ねします。 

 １点目、政府は、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する緊急経済対策で、小中学生全員に

パソコン、あるいはタブレット型端末を今年度中に１台ずつ配備する計画を発表しました。対馬

市は、中学生には２年前からタブレットを１人１台配備されました。国の方針を受け、対馬市で

は小学生全員への１人１台の配備計画はどのように進められているかお尋ねします。 

 ２点目は、ＩＣＴ教育の充実のためには、機器の配備に加え、ＩＣＴ支援員等の配置が重要で

あると考えます。 

 昨今の学校現場では、先生方が多忙を極めています。今年度から小学校では新学習指導要領が

実施され、英語が教科に位置づけられ、また、プログラミング学習も実施されます。コロナ以後

はオンライン教育の場面も増え、多忙さはさらに増しています。 

 文科省が定めている教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを超えて勤務されている先生

方もいらっしゃるのではないかと危惧しています。この際、地方財政措置を活用して、国のＧＩ

ＧＡスクール構想の一環であるＩＣＴ支援員を、国の基準に基づき４校に１人配置して、現場の

先生方の負担軽減を図るべきであると考えます。 

 ＩＣＴ支援員の配置は、ＩＣＴ教育の学校間格差を解消し、対馬市の教育レベルの向上にも貢

献することになります。小規模校が多い対馬市の学校では、人的に余裕がなく、外部からの人材

を有効に活用することが学校活性化の大きな要因になると考えます。教育長の見解を伺います。 

 ３点目は、現場の教師、教育委員会、財政部署、企業・団体等の専門家によるＩＣＴ教育協議

会等の組織をつくり、学校現場のＩＣＴ教育を支援する体制が必要であると考えます。教育長の

見解を伺います。 

 以上、３項目６点、簡潔明瞭な御答弁をお願いいたします。 
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○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  小島議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、１期目の総括と２期目の市政運営についてでございますが、まず１点目の、１期目の

公約実現の達成度ということで、１期目を終えた私なりの評価を申し上げます。 

 １期目の任期中に実現し達成できたものといたしまして、まず、対馬産品を返礼品とした、ふ

るさと納税制度の構築でございます。所信表明でも申し上げましたとおり、友好都市とも連携し

ながら寄附額も順調に伸ばし、雇用の場の拡大と所得の増大を目指し、産業振興の起爆剤として

一定の効果があったと評価しております。 

 一方、高額なふるさと納税を頂いた方を、対馬市準市民に認定することにつきましては、まだ

実現できておりません。 

 交流人口の拡大につきましては、しまぐらし応援室の設置、空き家バンクの利用、また、大都

市での移住相談会の開催など、年々、移住者、定住者は増加しており、一定の成果があったもの

と考えております。 

 そして、国境サイクリングＩＮ対馬につきましては、第１回目を平成２９年度に開催し、令和

元年度まで３回開催しております。対馬の起伏に富んだ地形が魅力となり、国内外からのサイク

リング愛好者は年々増加傾向であります。 

 シルバー人材センターの全島組織化につきましては、活動の拠点を下地区、中地区、上地区に

置き、活動範囲を市内全域に拡大し業務を行っております。現在、組織拡大のため、会員の募集、

業務受託のＰＲを行い、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを進めております。 

 子育て支援といたしましては、昨年１０月から保育所、こども園を利用する３歳児から５歳児

の副食費を全額免除とし、子育て世帯の負担を軽減することで、子育て支援の充実を図っている

ところでございます。 

 また、ＩＣＴ機器の活用につきましては、御承知のとおり平成３０年５月に市内の小中学校へ

タブレット端末を導入いたしました。全国に先駆けＬＴＥ方式の導入により、教室での活用は無

論のこと、自宅学習、校外学習、就学旅行等での活用を行っており、国内でのトップクラスのＩ

ＣＴ先進市としての評価をいただいているところでございます。 

 国内における新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校休業時におきましては、健康状態の確認、

また、自宅での学習などに活用され、タブレット端末導入の効果を証明することになりました。 

 １期目の任期中において道半ばのものといたしまして、イノシシ、鹿の被害防止対策でござい

ます。猟友会をはじめ、関係団体の協力も得ながら、地区捕獲隊の結成促進など様々な対策に取

り組みましたが、まだ決定的な対策を見出せることができておりません。 

 社会情勢の変化から、２期目には方針転換したものといたしましては、旧対馬いづはら病院跡
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地の総合的な福祉健康増進施設への整備でございます。 

 旧対馬いづはら病院跡地利用検討委員会から、療養型の温浴施設については、改修費用やその

後の維持管理費などの多額の財源を必要とすることから、幅広い活用について検討を行い、有効

な活用を図っていくべきであるとの提言をいただいたことから、方向性を若干変更し、利活用に

ついて現在検討を重ねているところでございます。 

 １期目の公約として掲げた事業につきましては、事業の重要性、緊急性等を踏まえ、取捨選択

を行いながら、２期目４年間においても引き続き取り組んでまいります。 

 次に、２期目の市政運営に当たり、対馬の現状を踏まえたスピード感のある多様な政策決定、

執行についてでございますけども、小島議員御指摘のように行政に求められている重要な要素は

スピード感であると認識しております。 

 そのためには、効率的な組織体制の中で、スピード感ある政策決定と執行が求められますので、

これまで市制施行後においても、その時点での情勢に応じて数回の組織見直しが、職員定数の抑

制も考慮しながら実施されてきたところであります。 

 最近も平成２８年７月と平成３１年４月に小規模の組織見直しを行い、組織の効率化を図って

いるところでございます。 

 折しも韓国人観光客の激減に続き、世界的にパンデミックとなったコロナウイルス対策として

は、緊迫する経済対策に対応する面から、及び新型コロナウイルスの第２波、第３波に備えた感

染防止体制を構築する面から、緊急経済対策推進室を設置し、政策のスピード化を目指してまい

ります。 

 また、このほか早期の組織見直しにも取り組むべく思いを巡らせているところでございますが、

担当部署だけの取組だけではなく、組織全体の横連携を強化し、スピード感を持った施策の展開

が可能となる組織体制の構築を進めます。 

 次に、３点目の「働く」の具現化、特に水産業へのてこ入れについてでございますけども、

５つの拡大戦略のうち、「働く」として、産業所得の拡大を掲げる中で、水産業における重点施

策として、魅力ある１次産業の推進と後継者対策、有人国境離島法の有効活用を推進しており、

漁業後継者育成事業、輸送コスト支援事業等を活用しながら、持続的な水産業振興に向けて取り

組んでいるところでございます。 

 水産業における新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、感染が拡大傾向となった

３月以降、消費の低迷に伴い、市場の取引抑制による出荷量の減少、取引価格の下落等が継続し

ており、漁業者の皆様には非常に厳しい現状であると認識しております。 

 対馬市水産業における新型コロナウイルス感染症対策への独自支援策として、４月臨時会補正

予算第２号で、漁協正組合員のうち漁獲金額が対前年同期比２０％以上減少となる漁業者に対し、
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１人につき一律５万円を助成を行う漁業者緊急支援助成金について御決定いただいたところであ

ります。 

 第１弾の助成金の実施については、経営が厳しい漁業者の皆様に対し、一日も早い支援となる

よう、関係漁協の御協力をいただきながら５月２２日以降随時振り込みを開始しているところで

ございます。 

 しかしながら、３月、４月の漁獲合計における助成対象者は４０.６％にとどまっていること

から、今後の影響を注視しながら継続して対象月の延長等を検討してまいります。 

 また、質問にありますように、一定の漁獲があり、漁業をなりわいとされている准組合員の皆

様もおられますので、現状の把握に努め、一定の基準を設けつつ、支援範囲の拡充に取り組んで

まいりたいと存じます。 

 併せまして、漁業再生のための第２弾の支援策を現在準備しているところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  小島議員の御質問にお答えします。 

 まず、小学校へのパソコンやタブレット端末の配備についてでございますが、本市の現状とい

たしましては、既に、中学生では１人１台、小学生につきましても学校最大人数クラス分のタブ

レットを導入し、多くの教育効果を上げております。 

 対馬市では、校内ＬＡＮの接続を必要としないＬＴＥ方式を採用し、快適な通信環境で効果的

な学習への活用を図っております。 

 １人１台の端末整備のあり方については、現在国が進めているＧＩＧＡスクール構想は、パソ

コン端末本体や校内ＬＡＭ環境の整備のための補助事業となっております。 

 この施策を基に、対馬市において学校ネットワークの環境としてＷｉ癩Ｆｉ形式を整備した場

合、多くの端末が動作することにより、動作速度の低下を招くことが懸念されます。 

 よって、対馬市では今回の国の施策であるＧＩＧＡスクール構想において、小学校まで含めた

ＩＣＴ環境の拡大を図るためには、光ケーブル通信網の改善が必要となり多額の費用を要するこ

とから、事業の実施が難しい状況であります。 

 今後は、これら離島のＩＣＴ環境の実態を国へ訴え、小学校への１人１台のタブレット配備に

向けた最善策を検討してまいります。 

 次に、ＩＣＴ支援員の配置についてでございますが、各学校が求めるＩＣＴ支援員には様々な

ニーズがあり、支援員の能力についても専門的なスキルが要求されるものと考えております。 

 一方で、この分野での人材不足は大きな課題であります。国内の多くの学校も苦慮しているの

が現状であり、本市においても支援員の配置は困難な状況でございます。 
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 そこで、教育委員会といたしましては、ＩＣＴ支援員の役割に代わるものとして、教職員への

研修の充実を第一に考え、昨年度から学校に配付しておりますタブレットの操作研修や、授業支

援アプリに関する操作研修等を実施しているところでございます。 

 また、タブレット操作や授業支援など、教員の悩みに直接対応していただく部署を納入業者の

中に設置していただく方向で相談を進めております。 

 今後も各種研修会等を計画的に実施し、教職員のスキルアップを図ることで児童生徒の学習効

果の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ＩＣＴ教育を支援する体制づくりについてでございますが、現状といたしましては、タ

ブレット導入業者による支援と協力をいただき、学校のニーズに対応しているところでございま

す。 

 御承知のとおり学校におけるＩＣＴ活用は、児童生徒に対する教育の部分だけではなく、昨今

の教職員の働き方改革にも寄与するものであると捉えております。まずは対馬市校長会と連携を

しながら、ＩＣＴ教育を支援してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  御答弁ありがとうございました。 

 まず、市長のほうへの再質問になりますけども、どうも私、市長さんに初め伝えたのがうまく

伝わっていなかったようで、所信表明と重なる部分は結構ですということを檀上でも述べたし、

事前にもお伝えしたとおりだったんですが、丁寧にまた繰り返していただきましたので恐縮をし

ております。 

 それで、まず、スピーディーな政策決定ということで、いろいろな課題があるんですけども、

その中で、特にコロナの感染防止対策等についてのことで、具体的なことをちょっと取り上げて

みたいと思います。 

 先ほど波田議員が質問されたこととも関連をするんですけども、市民への情報提示というのは

すごく大事だということは市長もおっしゃったとおりです。これは全国的ないろんなことでもそ

うです。情報提示がうまくいって、そして、国民なり市民なりがそれに対応する自治体はうまく

いっているわけです。 

 そういう中で、危機管理という点になってくると思うんですが、気になったことが一、二点あ

ります。 

 まず１点目は、情報を伝える手段として、行政無線とか、それから、市のホームページとか、

それから、広報紙とかあるんですが、ホームページの提示についてお尋ねをしますけども、ホー

ムページで対馬市がコロナ関係を市民に知らせられたのは２月２６日というふうに承知をしてお
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ります。それで、その後、その内容が、ずっと同じ内容がホームページには掲載されて、４月

１１日に初めて改訂をされたというふうに捉えております。 

 ２月２６日にあった内容をちょっと読み上げてみます。「市民の皆様へ」とあって、 

 「中国国内では人から人への感染は認められるものの、人から人への感染の程度は明らかで

はありません。過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザと同様に、せきエチケットや

手洗い等の感染症対策を行うことが重要です。」 

これは、多分日本国内にコロナウイルスが入ってきた、その段階で政府が出した１月ぐらいの初

期の、日程は、私は確定できませんけども、その段階でのコメントです。それがそのまま市の

ホームページに「市民の皆様へ」ということで、いきいき健康課のタイトル名で出ています。 

 それは、２月２６日、市が動き出した時点でやむを得ないと思いますが、その後、３月、４月

と情勢は時々刻々変わっていったんですけど、ところが４月１１日までこの内容がホームページ

に掲載されていた。 

 ただ、ホームページに掲載された一番後に、「あとは厚労省のホームページを見てください」

というつなぎ方です。これは、やはり市民に対して情報提示としては不親切ではないかと思うん

ですが、そのことについて市長、今こういう事象というときに捉えてみたとき、どう思われます

か。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私、今、実際にお聞きしてから、そこまでは気づいておりませんでした。

大変申し訳ないと思います。今後は私自身ももう少しホームページ等にしょっちゅう気を配りな

がら情報提供に努めてまいりたいと思っておりますし、関係部署の職員ともそこら辺のことを今

後共有してまいりたいと思います。申し訳ございません。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  今、市長がおっしゃったように、市長がこれを一々点検するわけ

ではないし、市長の責任とかいうことではないんですけど、やはり、先ほど言われた横断的な連

携とか、そういう意味で、いきいき健康課が健康面を扱う、ただ、危機管理は防災室が扱うと、

その辺りの連携、これはいい例だと思うんですけど、十分取っていただきたいというふうに思い

ます。 

 それで、４月１１日改訂されたのは多分、私たちの会派が４月１０日に、総務部長さん、総務

課長さん、防災室長さんに対応していただいて、いろんなことをお願いしたり尋ねたりしました。

その後だから対応されたんだろうと思います。 

 だけど、やはりこれは、これから先、先ほどからも出ている第２弾、第３弾が考えられる中で、

対馬市としても保健所からの情報提示のあり方はいろんな課題がありますけども、それ以上に行
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政無線でずっと詳しく、４月半ば以降、厚生常任委員会が申入れをした後、情報が流れました。

ああいうふうに懇切丁寧な情報提示をすることが、市民の協力を得る大前提だと思いますので、

よろしくお願いをしておきます。 

 それから、もう１点、市民への島外移動への自粛要請です。このことについても、市の職員に

は４月３日に移動の自粛をかけてあります。ところが、市民へのお知らせは、私が知るところで

は４月９日というふうに聞いています。間に６日間あります。これは、壱岐市の職員が４月１日

に感染がわかりました。 

 だから、それに対応して市役所の職員には島外への移動を自粛をかけたんですが、その段階で

やはり市民にも早急な対応をするような対応ができたんじゃないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ただいまの島外への移動の自粛要請ということでございますが、担当部

長のほうにお答えさせていただきます。 

○議長（小川 廣康君）  総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  小島議員の質問にお答えいたします。 

 まず、最初のホームページの更新の件でございますが、確かに御指摘のとおり、２月２６日に

最初にコロナ見解の情報が掲載されて、４月１１日まで改訂がなかったということでございます。

実は、感染予防については…… 

○議員（５番 小島 德重君）  そのことはいいです。 

○総務部長（有江 正光君）  いえ、その分ちょっと説明させていただきたいと思います。 

 感染予防は市の責任でございますが、感染症対策については保健所のほうが担うことになって

おります。保健所との連携は、いきいき健康のほうでその間もやってきておりますが、保健所を

含めました地域医療体制検討会というのが４月８日に初めて開催されておりますので、その間ま

ではなかなか市として出せる情報というのは、厚生労働省のホームページを見る以外はなかなか

市としての単独の情報はないということでございます。 

 ２点目の…… 

○議員（５番 小島 德重君）  移動自粛のことだけ聞いています。 

○総務部長（有江 正光君）  ２点目の質問でございますが、職員への島外移動の自粛要請を４月

３日にして、４月９日が市民向けの発表であったということでございますが、情勢が変わる中で、

まず、組織としてできることは先行してやろうということで、職員向けには４月３日にそういう

ふうな文書を発出しております。 

 ４月９日というのが、市の第２回目の対策本部を開催した日でございまして、その結果を受け
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まして正式に市長のアナウンスで市民のほうに周知をさせていただいたという経緯でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  尋ねたことだけにお答えいただければ結構なんですけど、移動自

粛の件についても、これはやはり対応の遅れだと私は感じています。今後、第２波、第３波、考

えられる中で十分に心していただきたいなと思っております。 

 それから、多様な政策決定という点で市長のほうにお願いをしたいと思いますが、この前の所

信表明で市長は、コロナ以後の社会のあり方として、地方への移住希望者が増えるだろうと、そ

ういうことで対馬にとっても大事な時期だというふうな表明をされましたし、今日の答弁でもそ

うおっしゃっていますが、このことについて、地方移住に絞って、いわゆるＵターンなりＩター

ンなりの受入策とかというのを、コロナ以後、対馬市として何か具体的な対応をされたか、ある

いは今対応をしてあるかということについて御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  移住関係につきましては、確かに私も、五島市のほうがオンラインで行

いますという記事は見させてはもらいました。そういう中で、関係部署のほうとも今後の在り方

について意見交換はさせていただいておりますけども、まだ具体的には動いていないという現状

でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  今、市長からの答弁があったように、私も今ここにパネルで示し

ていますけど、五島市は、新聞報道によると５月２５日の時点の新聞報道ですけども、既に、い

わゆる移住を希望している都会の都市部の若者を対象に、オンラインでの相談を始めておられま

す。これは、ほかの自治体と協力しての事業です。 

 それで、こういうコロナの時代ですから、いわゆる直接説明に行ったりとか面談、対馬に来て

もらうということは難しい中でこういう手を打つことが、やはり五島市が一番長崎県の中でも移

住者をたくさん招き入れているという、そういう結果を生んでいるんだろうと思うんです。 

 やはり、こういうふうな早急な、スピーディーな対応、多様な政策決定というのは、これは市

長部局の中のやっぱり横の連携、観光商工課や、そして、しまづくり推進部や、その辺りの連携

の中でこういう施策を打ち出していただきたいなというのが気持ちです。 

 同じようなことで、いわゆる経済対策の中でいろんな施策が他の自治体でも打ち出されていま

す。よその施策はよく見えるちゅうか、隣の芝生は青いといいますか、そういう言葉があります

けど、やはり、ほかのところの施策を幾つか取り上げてみたいと思いますけども、こういう施策

が打ち出されています。 

 まず、出身学生に郷土の味を送り届けるという施策、県内で私が捉えているだけでも４市ほど
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今出ていますけど、このような施策は対馬市では考えられなかったかどうかお尋ねをします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  島の産品を、今、都市部のほうで生活している学生とか出身者に送ると

いうことは、私も存じ上げておりました。 

 対馬市といたしましては、そのことよりも、この５月の連休におきまして、対馬出身者の方が

里帰りされるという話を私は事前にずっと聞いておりましたので、今、コロナウイルスの大変な

時期に里帰りされるのはちょっとどうかなということで、できる限り御遠慮をしてくださいとい

うことで発進をしてまいりました。 

 そういう意味からして、今回この夏の時期に里帰りで帰られた対馬出身者の方につきましては、

今後、今のところ１人４,０００円程度を考えておりますけども、対馬産品をお土産に贈ろうと

いうことで今準備を進めているところでございます。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  大変ありがとうございました。元気づけられる答弁をいただきま

したので、多分、対馬を離れている学生さんたち大変喜ぶと思います。 

 壱岐市は、これを５月１日に打ち出しました。そのときに書いているコメント、壱岐市が発信

した情報、こう書いてあります。「ウイルス感染の影響を受けて帰省がかなわない壱岐の大切な

学生の皆さん、ふるさと壱岐の味を届けます」と、壱岐の大切な学生さんよと、こういう呼びか

けの下で贈られて、そして、ここは、このパネルを出しているのは、これは南島原市ですけど、

これも新聞報道されました。 

 やはり、こうすることが対馬出身の若い人たちを、対馬に愛着を持たせ、そして、将来は対馬

のために頑張ろうという、そういう気持ちを生み出すんじゃないかなというふうに思いますので、

ぜひ取り組んでいただきたい。同じように学生の立場、帰られた人よりも帰っていない人が圧倒

的に多いんですけど。 

 それから、アルバイトで学費を支えている学生さん、これに対しては奨学金を追加していると

か、支給したとかというそういう自治体も幾つも県内にもあります。この辺りについては教育委

員会との連携があるでしょうけども、市長のほうはどうですか、お考えはないですか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  奨学金制度につきましては、対馬市のほうもいろいろと今、実施をして

いる状況でございますけども、そこら辺まで果たして実施ができるかどうかは今後研究をしてみ

たいなというふうに思います。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  ぜひ、やはり若い人たち、特に都会に出て都市部で学業に励んで
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いる学生さんたちを励ますような、そういう産品とか、それから、金銭的な面でも実情をぜひ把

握していただいて、手が打てるなら打っていただきたいということをお願いをしたいと思います。 

 ほかにも何点かあるんですけど、一応そのことで１項目は終わりたいと思います。 

 それから、２項目の准組合員の方々への支給ということについては、今、市長が大変前向きな

答弁を頂きましたので、ありがたいことだなと思っています。 

 市長も水産部長、農林水産部長をされたりしていたからよくわかると思いますが、組合員の構

成の仕方には正組合員、准組合員、立場があるんですけども、准組合員の中にも組合員以上に水

揚げされてある方もあります。それから、事情によって、対象の月日のときにたまたま准に認定

がなっている人もおられます。 

 そういう人へとか、組合によっては正と准の取扱いでいろんな違いがあるというふうに聞いて

いますけど、ぜひ、准組合員の方々へも正の組合員と同じような施策が、第２弾、あるいは３弾

になるのか、早急に対応をしていただきたいと思います。 

 予算を見ますと、正組合員への方々への予算措置が６,９００万されていました。それで、実

際に正組合員の方が６００人程度申込みをされているということです。これは約３,０００万し

か支給がされていないから、財政が云々とかという言葉は出てこないと思います。十分支給でき

ると思いますので、よろしくお願いをします。 

 そして、ほかの議員さんもまた後で質問されますけども、そういう漁業への施策、充実という

点では、やはり、先ほど波田議員もおっしゃったんですが、対馬の基幹産業は第１次産業という

ことを、特に漁業を元気づける施策というのを打ち出さない限り、対馬はやっぱり活気づかない

と思いますので、この正・准の支給の差額だけじゃなくて、ほかにもいろんな施策、また、後で

答弁があると思いますが、ぜひ打ち出していただきたい。 

 国の補正も一次が１兆円、今度は２兆円積み重なるわけですから、対馬市にどれだけの支給が

あるかわかりませんけども、十分手が打てるんじゃないかなというふうに考えます。ということ

で、よろしくお願いをしておきます。 

 それから、３点目のＩＣＴ関係のことについては、教育長から答弁がありましたけど、このこ

とについてはちょっと私、がっかりしたんですけど、対馬市がいわゆるＷｉ癩Ｆｉを使ってのじ

ゃなくて、ＬＴＥ方式でやっているということは私もよくわかっています。 

 しかし、パソコン、あるいはタブレットを全員に配備するということは、国の方針は、Ｗｉ癩

Ｆｉを取っていないところには制度、その種別で、Ｗｉ癩Ｆｉを活用しないところにはパソコン

は配付しないというのが国の方針ですか、確認したいと思います。 

○議長（小川 廣康君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  配付しないというわけではなくて、補助は頂けるんですけれども、今



- 77 - 

回、ＧＩＧＡスクール構想で打ち出されたものは、学校における高速通信ネットワークですので、

今、対馬市はそれを利用しておりませんので、申し込みをしなかったといいますか、配備につい

てここは取り組んでおりません。 

 今現在、ＬＴＥ方式で学校で使っているタブレットにつきましては、業者のほうから無償で提

供をしていただいておりますので、あえて今回の一部補助があるパソコンについては導入を考え

ませんでした。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  ＬＴＥ方式の件については、元をたどれば、私は、以前、一般質

問のときに取り上げさせていただいたんですけど、この方式がいいのか、Ｗｉ癩Ｆｉ方式がいい

のかて、Ｗｉ癩Ｆｉ方式は設備に金がかかるから、ＬＴＥのほうが手っ取り早くできるというこ

とで対馬市は選んだわけです。それはそれでよしとしないといけないと思います。 

 ただ、今、国が言っているのは、とにかく小学生、中学生全員にパソコンなりタブレットなり

を配備しようというのが国の大きな方針です。 

 それに方式が違うからといって、対馬市はまだ会議はしないで今のままいきますよという、小

学生の配備について私、何回か申し上げたけど、小学校ほど、対馬市の場合は複式学級を抱え、

そして活用できるんですから、全員に行き渡るようにしてやるのが、対馬市としての、教育委員

会としてのあり方だと思うんです。 

 だから、ぜひこのことは、今回も申込んでいないんですか、国のほうに。県で取りまとめて出

せということです。だから申込んでいない。 

 申込んでいないんなら、申込んでいない、方式が違うからということで、今、教育長答弁され

たように、それなら、そういう方式を先行して対馬市はやっているんですから、タブレットの配

付については、国の補助をぜひ、ほかのところと同じように５万４,０００円ですか、最大。の

補助をすると言っているんですから、そのことを強く訴えるべきだと思います。いかがですか。 

○議長（小川 廣康君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  ＬＥＴ方式によるタブレットの導入につきましては、前向きに市長部

局とも相談をしながら今、実施に向けて検討をしておるところですし、国に対してもそういうＷ

ｉ癩Ｆｉが十分利用できない離島部において、そのＬＴＥ方式での通信料等の補助が少しでも頂

けるような働きかけをやっているところです。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  このことは、方式が違う云々ということを抜きにして、ぜひこれ

は、対馬市は市長の所信表明にもあったように、ＩＣＴ教育の先進地として全国的にも認められ

たんですよという表明がありました。それでいて、小学生のほうにはまだ配置しない形で今のま
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までいこうというのは、これは市長の所信表明にも反することになるじゃないですか。 

 今、全員、いや、国が言っていることはそうです。全員に配りましょうと言っている、その中

で言っていることをちょっと読み上げてみましょうか。こういうことを言っています、国のオン

ラインでやった説明会、５月１０何日かにあっていますけど。 

 その中で言っていることは、１人１台、やらないのは、今まではやらないならやらないでよか

ったけども、やらないということになると、今度はその自治体の説明責任ですよということまで

言っていますけど、そして、１人１台を実施しないことは、それは子供への罪ですよと言ってい

ます。読まれたことありますか、教育長、部長、どうですか。 

○議長（小川 廣康君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  もちろん目は通しております。私たちとしても、市長が所信表明で申

し上げましたように、タブレット端末の追加導入については、市長とともに検討を進めておりま

す。この導入をするという方向に関しましては、これはそのうちに導入に持っていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  そのうちというのはよくわかりません。そのうちじゃなくて、国

が言っているのは、今年中にやりなさいと言っているんですから、よく国の方針を理解されてく

ださい。 

 そして、市長も、市長方針で打ち出してありますし、そういうことですから、ぜひ、財政的な

ことを教育委員会にバックアップしてください。市長、いかがですか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私といたしましても、先ほど教育長のほうからの答弁がありましたよう

に、国のほうもＧＩＧＡスクール構想ということで、小学生まで１人１台ということで進めたい

ということでございます。 

 そういうことで、私自身も、ぜひこれは進めたいという思いは持っております。ただし、今、

対馬における通信網環境、先ほども教育長のほうからも答弁があっておりますように、今、対馬

市のほうはＬＴＥ方式をとっておりますので、そのＬＥＴ方式の通信料と、光ケーブルを使った

Ｗｉ癩Ｆｉ方式の通信料、これに莫大な差があるようであります。 

 そういうことで今現在、これをどうにかしたいという思いと、そしてまた、今後、国のほうに、

国のほうから言われただけで、はいそうですかということじゃなくて、こちらからの要望も国に

申し上げたいという思いを持っております。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 
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○議員（５番 小島 德重君）  それは今年のうちに実現する、そういうことをぜひやっていただ

きたい、方式を問わず。 

 それから、支援員については、ここにデータがあります。先行してＩＣＴ教育をやってありま

す町田市、これは支援員を入れた例です。４校に１人でいいんです。４校に１人は国が補助する

と言っているんですから、９７％の人がこれに実際に支援を受けた学校の先生方が、また望みま

すと言ってあります。効果はあるんです。 

 それで、やはり、先生方は忙しいというのは、先ほど申し上げた理由です。それをやはりバッ

クアップするのが教育委員会や、あるいは市長部局の役割だと思うんです。 

 そして、業者、それの支援を受けることは当然ですけど、やはり、もっと幅広くいろんなそう

いう人たちが集まった協議会をつくって、今言った方式も含めて、ぜひＩＣＴ教育が推進できる

ように頑張っていただきたいということをお願いして終わります。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  小島議員、発言中はマスクの着用をよろしくお願いしておきます。 

 これで、小島德重君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（小川 廣康君）  昼食休憩とします。再開を午後１時ちょうどといたします。 

午前11時53分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時58分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

 午前に引き続き、市政一般質問を行います。１番、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  こんにちは。１番議員、新政会の坂本充弘でございます。 

 質問に入ります前に、去る３月１日、比田勝市長におかれましては２期目の当選を果たされま

した。厳しい対馬の現状とは思いますが、５つの拡大戦略に基づき、市政運営に邁進していただ

きたいと思っております。 

 そして、５月１日、俵副市長が就任されました。心からお祝い申し上げますとともに、比田勝

市長の２期目を支え、対馬市発展のため御活躍いただきますようお願いいたします。 

 また、今回、４月末をもって退任されました桐谷前副市長におかれましては、長年対馬市の職

員として、また、副市長として比田勝市政の第１期を支えていただきました。長年の御労苦に敬

意を表しますとともに、今後は健康に御留意され、いろいろな面で後輩への御指導をいただけれ

ばと思っております。 

 それでは、通告に従い、質問に入らせていただきます。 
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 １項目めは、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策について。 

 ２項目めは、比田勝港の整備計画について。 

 ３項目めは、鳴滝遊歩道の再整備についでございます。 

 以上の３項目についてお尋ねをいたします。 

 １項目めの、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策についてでございますが、これは、

先ほど小島議員のほうからも質問されましたので、少し重複するところがあるかも分かりません

が、お許し願いたいと思います。 

 この新型コロナウイルス、正しい知識を持つことが重要です。連日の報道で御存じの方も多い

と思いますが、発病初期に見られるのが発熱、せき、喉の痛み、体のだるさなどの典型的な風邪

の症状であるということです。下痢や嘔吐を伴う場合や、味覚の異常がある人もあるそうです。 

 昨日までの長崎県の新型コロナウイルス感染者は、６月２１日９時現在、１７名で、４月

１７日以降の陽性は確認されておりません。ＰＣＲ等検査実施人数は３,１１０人と発表されて

おります。 

 感染による長崎県での緊急事態宣言は解除され、幸いにも、対馬市では現在まで感染者が確認

されておりません。これは、感染予防の水際対策や、マスクの使用、手洗い、消毒などの徹底し

た衛生管理、３密の回避及び会合やイベント等の自粛、中止など、市民から積極的に協力をいた

だいていることだと思います。 

 このような中で、これまでうなぎ登りに増えてきていた韓国人観光客は、日韓関係の悪化によ

り激減し、その危機的な状況から、市長も対応策を進めてきておりましたが、この新型コロナウ

イルス感染問題により、市内の経済は二重のショックにより極めて深刻な状況であります。再度、

市民に対する負担軽減や事業者全般を見渡し、第２弾の経済対策をすべきではないかと思います

が、市長のお考えを伺います。 

 ２項目めは、比田勝港の整備計画についてでございます。 

 市長は、昨年の第２回定例会開会挨拶におきまして、比田勝港を地方港湾から重要港湾への昇

格を目指す旨、発言されました。現状では比田勝港単独での昇格は難しいが、厳原港との統合に

よる昇格の選択肢はあるということでした。 

 対馬で韓国・釜山との定期航路があるのは、厳原港と比田勝港で、厳原港は昭和２０年代に、

既に重要港湾に指定されております。重要港湾は、国内外の海上輸送網の拠点であり、国の利権

に重大な関係がある港湾で、整備する際にはもちろん国の負担割合が大きいということでありま

す。 

 先ほども申し上げましたが、一昨年、対馬を訪れた韓国人観光客は約４１万人に上り、比田勝

港から入国したのは３１万人を超えておりましたが、日韓関係の悪化、新型コロナウイルス問題
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により、韓国人観光客は激減している状況です。昨年挨拶されたときと状況が違うこともあると

思いますが、市長の考えをお伺いいたします。 

 その中で、通告をしておりました１点目の、網代地区ではいまだに木造桟橋をつくり、公有水

面の申請を県に出しておられます。随分前から、護岸整備については地元地区からも要望等があ

っていたと聞いておりましたが、現在どういうような状況になっているのかお尋ねいたします。 

 また、２点目の、古里地区の護岸整備はどうなっているのか。比田勝港は埋立てをしてきまし

たので、外来船が入港してきたときの係船場所が少なくて困っております。ボーリング調査の予

算はついていると聞いておりましたが、現在の整備計画の進捗状況についてお尋ねをいたします。 

 そして、３点目は、比田勝地区にありました漁協建物跡地の駐車場の舗装についてですが、現

在、混乗便を利用される方の駐車場となっております。舗装していないため、風が強い日はほこ

りが舞い上がって、決していい状況ではありません。横のほうには舗装している駐車場や小さな

公園もあり、散歩されている歩行者や家族連れも多く、付近の商店街も困っておられます。ぜひ、

舗装していただくことができないかお尋ねをいたします。 

 ３項目めは、鳴滝遊歩道の再整備についてでございます。 

 御承知のように、鳴滝は上地区の観光名所の一つでございます。最終整備されてどのぐらいの

年月がたっているか分かりませんが、旧町時代ではないでしょうか。駐車場のところから遊歩道

に向かう取付道路は整備されておりますが、その先の歩道のところをもう少し整備していただき

たいと思います。 

 鳴滝は、雨上がりで水量が多いときに多くの方が訪れられます。駐車場から歩いていきますと、

鳥居付近まではいいのですが、足元が悪く、靴がぬれて泥や落ち葉で汚れたり、また、歩きにく

いところが多々あります。階段も急なところがあり、つまずくと危険です。両脇にはチェーンが

張ってありますが、経年劣化によりさびております。景観的にはいいのかも分かりませんが、つ

かまるところがないため、高齢の方が歩くときには心配です。落石も発生しているところがあり、

今までけがをされている人がいないのが幸いです。 

 この辺り、鳴滝神社の境内になりますので、のり面全体の整備は難しいと思いますが、落石の

心配があるところは、ガード等を設置するなどの安全対策をする必要があるのではないでしょう

か。 

 日韓関係の悪化やコロナウイルスにより、観光客も激減しておりますが、いずれ訪れる人が多

くなってくると思います。観光名所でのけが人等が出ないうちに、早急に安全対策を施した鳴滝

遊歩道の再整備について、整備することができないかお尋ねいたします。 

 以上の３項目について、市長の考えをお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 
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○市長（比田勝尚喜君）  坂本議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策についてでございますけども、去る

５月２５日に緊急事態宣言が全国で解除されたことを受け、長崎県では、６月１日から県内観光

を、６月１９日には県外からの観光客受入れを再開したところでございます。しかしながら、第

２波の懸念も大きく、医療体制の脆弱な本市については、感染防止策に万全を期すなど慎重な対

応が迫られているところでもあります。 

 ４月の臨時議会にて議決いただきました経済対策予算として、商工費及び水産業費に約３億

２,０００万円の予算を計上し、市独自の経済対策事業を実施しているところでございます。 

 坂本議員の御質問のとおり、市内の経済の状況を考慮いたし、第２弾の経済対策予算の事務作

業を進めておりますが、家賃助成事業等が盛り込まれた国の第２次補正予算が６月１２日に成立

し、また、長崎県でも宿泊施設応援キャンペーン等が６月１日からスタートするなど、国、県と

もに収束期の事業活動を開始しております。このような事業の内容を市民に周知し、十分に活用

していただくことも重要だと考えております。 

 また、本市におきましても、新型コロナウイルス収束期に実施予定としておりました市民向け

の島民クーポン券の販売を本日から開始し、当分の間は市民により消費額拡大を図り、市内事業

者の下支えをしたいと考えております。 

 併せて観光客向けには、「しま旅」商品「行っ得！つしまクーポン券」の販売再開及び観光

クーポン券の販売再開も準備しているところでございます。 

 また、基幹産業であります水産業におきましても、消費の低迷による出荷抑制、魚価の下落等

深刻な影響を受けて、いまだに回復の兆しが見えない状況が続いております。このような中、国

及び県による様々な支援策を打ち出されており、さらに国の第２次補正予算により、支援内容が

追加、拡充されることから、幅広く有効活用に努めてまいります。 

 併せて水産業の持続可能な振興につなげるべく、先ほど小島議員への答弁の中でも申しました

が、一定の基準を設けつつ、対馬市漁業者緊急支援助成金の支援拡充に取り組んでまいりますと

ともに、漁協等と連携を強化しながら地元の要望に柔軟な対応が可能となる、第２弾の支援策を

準備しているところでございます。 

 農業全体といたしましては、調査依頼した事業者から大きな影響は受けていないとの報告を受

けておりますが、高収益作物の生産者に対しましては、国の高収益作物次期作支援交付金が活用

できることから、この交付金を推進し、農業経営の支援を行ってまいります。 

 林業につきましては、林業団体が事業主体となる滞留している原木の保管費用等を支援するた

めの、輸出原木保管等緊急支援事業と併せた支援策を講じてまいります。なお、４月２７日の臨

時会で御承認いただきました、森林環境譲与税活用事業である低質材の搬出支援事業や森林作業
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道補修支援事業等の支援をすることで、景気対策の一助になるものと考えております。 

 次に、比田勝港の整備についてでございますが、比田勝港は漁業の拠点港として、また韓国と

の玄関口として役割は大きく、これまで港の機能強化整備を順次進めてまいりました。 

 お尋ねの比田勝港の全体整備計画は、国際旅客航路に対応するための関連整備といたしまして、

浮き桟橋１基、国際ターミナル前の岸壁舗装整備、それと、国際定期便利用客の乗降用屋根整備、

また、一般施設整備といたしましては、西泊カミレイ前岸壁の耐震強化整備、古里地区が物揚げ

場整備と道路整備が計画されております。 

 次に、網代地区の木製桟橋につきましてでございますけども、木製桟橋につきましては老朽化

による改修要望をいただいておりましたが、現在は利用頻度も少なく、今後、地区で管理してい

くことが困難なため、撤去することで了承を得ております。 

 また、物揚げ場整備につきましても、利用漁船の減少や、現在の利用状況では計画困難である

旨を説明し、こちらも了承を得ております。ただし、市道護岸の越波対策につきましては、地区

としては護岸整備よりも防波堤整備を望んでいるために、今後、地区と協議をしてまいる所存で

あります。 

 次に、古里地区の護岸整備についてでございますけども、当初は護岸の改修工事を検討してお

りましたが、平成２４年度に、比田勝港の慢性的な外来船の係留不足を解消するため、マイナス

３メーター物揚げ場とアクセス道路に計画を見直し、今年度、港湾と漁港を一体的に整備する、

地方創生港整備推進交付金事業で採択されたところでございます。今年度は実施設計を行い、令

和３年度から本格的に工事に着手し、令和５年度の完成に向けて取り組んでまいります。 

 次に、３点目の、漁協の建物跡地の件でございますけども、旧豊崎漁協の建物跡地の駐車場の

舗装については、この駐車場は日頃から、商店街利用者、国際ターミナル利用者など多くの皆様

に御利用いただき、常に満車に近い状態が続いていることから、利用者の皆様には御不便、御迷

惑をおかけしていることと存じます。 

 利用者の皆様が安心・安全、快適に駐車場を利用できるよう、未舗装部分や未利用部分も含め、

比田勝港周辺の駐車場の再整備は必要であると認識しておりますが、現在、限られた用地の有効

利用を図るため、商業施設などの誘致の可能性や、駐車場再整備の具体策などについて、検討を

重ねているところでございます。 

 次に、浜久須にあります鳴滝自然公園の遊歩道の落石対策と手すりの設置についてでございま

す。 

 鳴滝自然公園は、落差１５メートルの対馬一の瀑布、鳴滝を中心に遊歩道が整備され、春から

秋にかけての増水期には、滝の音が周囲の山々に響き渡り、その眺めは壮観でございます。また、

当地は竜神伝説の地でもあり、深山幽谷の雰囲気に包まれ、癒やしスポット、森林浴、散策コー
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スとして、観光客や地域の皆様に利用されています。 

 当公園の遊歩道は、主に平成７年度から９年度にかけて整備され、直近の修繕状況としては、

平成２２年度に、遊歩道の防護柵の修繕、チェーンの取替え及び歩道土石の除去を行っておりま

す。また、平成３０年度には、公園の駐車場から、車両が通行して危険な県道敷を通らず直接園

内に行けるよう、５０メートルほどの歩道を追加整備しております。さらに、本年度中には、駐

車場内に鳴滝までの距離、所要時間を記した案内板の設置も予定しており、園内環境の充実に努

めているところでございます。 

 しかしながら、坂本議員御指摘のとおり、平成２２年度に修繕した遊歩道につきましては、修

繕後１０年程度が経過し、歩道への落石や雨水の浸食により、路面の劣化、防護柵のチェーンの

腐食等が随所に見られ、観光客及び地域の皆様が利用する際、つまずきや転倒の危険性が高いと

思われますので、遊歩道も含めて園内の安全確保と景観保全を図るため、鳴滝自然公園の再整備

については計画的に実施をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  １番、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  答弁ありがとうございます。 

 それではまず、１項目めの、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策についてでござい

ますが。近頃の新聞等の報道を見てみますと、同じ議会が開催されておりますので、予算もいろ

いろ議会で決められているようでございます。 

 クーポン券やプレミアム商品券の発行は、多くの自治体で行われていると思いますけれども、

ある自治体に関しては、水道料金の免除とか学校給食の減免とかも行われているところがあるよ

うでございます。先ほど小島議員のほうからもありましたけれども、水産業については支援をし

ていただいているところではありますが、正組合員だけに今、限った助成となっておりますので、

今後、検討する余地があれば、准組合員にもそういうことができないか、また検討していただき

たいと思いますけれども。 

 いろいろ、ほかの自治体のそのとおりにまねをするというわけではありませんが、市長の、今

後、新しいそういう補助の在り方があれば、ちょっと紹介できないかなと思っております。よろ

しくお願いします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  今、坂本議員のほうから質問がございましたように、この新型コロナ対

策における水産業の第１弾といたしまして、漁業者緊急支援助成金の１人５万円ですか、出して

おります。これにつきましては、この正組合員に限定をさせていただいておりますけども、この

ことにつきましては、やはり准組合員の場合はどうしても、この漁業に携わると申しましょうか、
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生計を漁業に求めてある方というよりも、サラリーマンとか、ちょっとレジャーに傾いた方が多

いというような意見も聞いております。 

 そしてまた、私も先週、長崎に出張した折に、対馬の漁協の組合長さんたちと話す機会があり

ましたけども、組合長さんたちの意見といたしましても、やはり本当にこの漁業に携わる正組合

員と申しましょうか、そういった方に対して助成をしてほしいというような意見が大半でござい

ました。 

 そういう関係もありまして、第１弾は正組合員と限らせていただきましたけども、今後、第

２弾といたしまして、今、準備をしているこの件につきましては、ある一定の基準を設けた中で、

漁業に携わってある方というようなところに持っていきたいと思っております。このことについ

ては、先ほども申しましたように、この対馬島内の漁協の組合長さんたちのほうも、大体そのこ

とについては、おおむね了解していただけるみたいでございます。 

 それと今後は、まだまだ今、準備をしているところでございますけども、第２弾といたしまし

ては、今、大変厳しくなっているというようなことで、手数料についての何らかの助成ができな

いかというようなことで、今、準備を進めているところでございます。 

○議長（小川 廣康君）  １番、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  今、市長の答弁のほうで、新しい手数料についての検討がなされ

ているということで、大変うれしく思っております。そのように、ぜひ実行できるように頑張っ

ていただきたいと思っております。それでは、この緊急対策のほうについては、もうこれで終わ

りたいと思います。実行できるようによろしくお願いいたします。 

 ２項目めの、比田勝港の整備についてでございますけれども、網代地区には埋立てをするとき

に、木製桟橋をつくっていただいて、そして、埋立てをした場所の漁船があそこにつなげられる

ようにしていただいたわけですけれども、現在、もう利用される方がいないような状況です。そ

して、あの通りについては、まだ個人の木造桟橋をそのままずっと造られていて、あそこの護岸

整備がかなり、やっぱりできていない状況が続いているわけです。できるだけあの通りの整備に

ついても、今後、比田勝港の中で検討をしていただきたいと思いますが。網代地区の要望もいろ

いろあったと思います。そこがあったと思いますけれども、防波堤のほうも何か上がっているよ

うな感じがしますので、両方とも一度にはできないとは思いますけれども、網代地区のその防波

堤のほうにもできるかどうか、その辺いかがでしょうか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  坂本議員おっしゃるように、この木製桟橋は、比田勝港の埋立てをする

ときの補償的な関係で築造されたというふうにお聞きしております。それが今は、現在もうほと

んど使われていないというようなことで、今度、撤去をする方向性だということを聞いておりま
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す。 

 それと、網代地区の物揚げ場につきましては、以前から越波等の要望も上がっておりましたけ

ども、前面に木製桟橋をして係船場にしていることもあり、越波防止のパラペット等をあそこに

つくるよりも、外のほうに防波堤をつくってほしいというような要望があるというようなことで、

今後、地区と県と、そして市も中に入りまして、協議をしていくというふうなことを聞いており

ます。 

 そういうことで、なかなかすぐにはできないかもしれませんけども、網代地区の皆様の要望を

県のほうに強く訴えてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（小川 廣康君）  １番、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  ありがとうございます。その計画のとおりにいきますように、ま

たこの点もよろしくお願いいたします。 

 ２点目の、古里地区の護岸についてでございますけれども、先ほど市長の答弁では、３年から

工事にかかると言われましたので安心しております。これは５年に完成するということで、先ほ

どの答弁で聞きましたけれども、令和５年って、あと３年近くかかってくるわけです。その間に

工事が中断することがないように、その点を計画どおりに、できるだけ御尽力をいただきたいと

思っております。 

 この古里地区については、かなり前から、漁協のほうからも、地元地区からも要望があってい

たと思います。このボーリング調査をした後に聞いておりましたけれども、やっぱり今、比田勝

の沖のほうが埋立てをした関係で、かなりやっぱり員外船が減ってはきたにしても、イカ釣り船

が盛漁のときには、北のほうに漁場があるときには、やっぱり入ってくるわけです。そのときに

足りないせいもあって、やっぱりどうしても必要だということで、今、計画に入れていただきま

したので、これも安心しております。できるだけ計画どおりにいくように頑張っていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 それから、比田勝港の駐車場の舗装についてでございますが、これは漁協の建物があったあの

周辺なんですけれども、あそこに市の土地だけではなくて、県の土地も少し入っていたような記

憶があるんですけれども。その県の土地も利用しなくてはいけないようになると思いますが、舗

装をする場合に、県の土地があってもお願いしなくてはいけないと思いますが、これは、そうい

うときにはちゃんとできるようになるわけでしょうか。できますかね。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  県有地があるということを、ちょっと私も、前の道路敷の分に県有地が

あることは存じ上げておりましたけども。用地のほうにあるということは、ちょっと私も分かり

ません。そういうことで、そのことについては、担当部長のほうに答えさせますけども。 
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 ただ、ここの用地の活用につきましては、今現在、その商業施設などの誘致も一応進めており

ますので、その可能性等を含めて総合的に判断をしながら、舗装等については進めていきたいと

いうふうに思っております。 

 その県有地の活用については上対馬ですかね、担当のほうから答えさせます。 

○議長（小川 廣康君）  上対馬振興部長、森山忠昭君。 

○上対馬振興部長（森山 忠昭君）  ただいま坂本議員から質問がありました、旧豊崎漁協の跡地

の県有地があるかということですが、一部、県が所有している土地がありまして、今、昨年から

県とは交換ができないか協議をいたしているところでございます。今年も５月に、振興局のほう

へ参りまして、どのような手続をすればスムーズに交換ができるか、そのような打合せを行って

おります。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  １番、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  分かりました。そのように進めていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 それと、２年前の第２回定例会の一般質問で、比田勝港の国際ターミナルの運用状況と今後の

整備についてお尋ねした際に、市長の答弁として、ＰＦＩ事業癩癩これは民間資金構想によりま

して、最適な事業手法を検討して、可能な場合は平成３１年度に民間事業者の公募を開始して、

その後いろいろな手続を経て、平成３４年度中に供用開始をしたいと答弁をされております。 

 御承知のように韓国人観光客は激減して、２年前の状況とは全く違っておりますが、そのとき

の計画をまだ持っておられるのかどうかお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  坂本議員、もう既に御承知のように、この韓国人観光客が予測を大幅に

上回って増えたために、比田勝港の国際ターミナルが手狭になっていたところでございます。そ

のような観点から、これを解決するために、民間活力を導入したＰＦＩという事業を活用いたし

まして、ターミナルのほうを機能増、そして改修する予定で進めておりました。 

 そういう中で、この韓国人観光客の激減が発生したわけでございますけども、このことにより

まして、これまで興味を示しておりました民間事業者のほうも、ちょっとそのリスク等を考えら

れたものというふうに思いますけども。現在、ちょっとなかなか先には進んでいないというよう

な状況でございます。 

 そういう状況でございますけども、今後、また韓国人の観光客が再び増えてきた場合を想定い

たしまして、このターミナルの改修についてどのようにしていくかということで、再度また、組

み立て直しをしてまいりたいというふうに思っております。 
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○議長（小川 廣康君）  １番、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  分かりました。このターミナルについては、今のところはもう韓

国人観光客もいないわけですから、十分これでいいんですけれども。本当にあのときには、何十

万人も来ていたときには、やっぱり手狭だったわけです。今後、どのようになるか、また静観し

ていかなければならないと思いますので、そのときには市長も対応をよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後の、鳴滝遊歩道の再整備についてでございますが、これも一応、前向きに考え

ていただきたいと思っております。鳴滝遊歩道も整備するときは、できるだけぬれていても何か

滑りにくいような路面、そういうようなことをちょっと考えていただきたいと思います。階段が

急になっておりますので、できるだけ、今頃はもう建物の中でも階段のところは手すりをつける

ようになっているのが、もう常識になっておりますので。あそこも、やっぱり階段を上り下がり

するときには、もう高齢者が歩くときには、やっぱり本当に、つまずいたら、もう下のほうまで

落ちていきますので、本当に危険です。そのあたりも考えて、今後、整備をやっていっていただ

きたいと思いますが。最後に一言お願いします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  確かに、この鳴滝自然公園の遊歩道もかなり老朽化しております。まし

てや階段のところ辺りは、構造的な観点から、手すりをつけるのが難しかったというようなこと

でチェーンに、確か、したのではなかったかなあと今、思っております。 

 そこら辺の構造も可能かどうかを踏まえた上で、今後、その検討をしてまいりたいというふう

に思います。 

○議長（小川 廣康君）  １番、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  分かりました。検討を始めて、今後、整備ができるようによろし

くお願いいたします。 

 以上で、今日の私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小川 廣康君）  これで、坂本充弘君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（小川 廣康君）  暫時休憩します。再開を２時ちょうどといたします。 

午後１時42分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時58分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

 引き続き、市政一般質問を行います。 

 １２番、小宮教義君。 
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○議員（１２番 小宮 教義君）  失礼いたします。１２番議員の小宮教義でございます。こうし

て立つのは、４年ぶりでございます。私の賞味期限はあと１年でございますので、はい、ひな壇

にお座りの皆様、御迷惑でしょうけれども、１年間だけ御辛抱、よろしくお願いいたします。 

 今、この新型コロナウイルス、世界で非常に猛威を振るっております。今、世界で感染者が約

９００万、そして死亡者が約４６万人を超えております。幸いなことに、この対馬では１人の感

染者も出ておりません。これも市民の皆様の御協力によるものでございます。 

 対馬病院では、厚生委員長の伊原委員長が報告をされたように、このコロナウイルスに対して、

蛍光ＬＡＭＰ法というウイルスの検査の機械が導入をされております。今後、２波、３波と来る

でございましょうが、それにも期待が持てるのではないかと思います。 

 今、国会では、前法務大臣の河井克行衆議院議員と奥様の案里参議院議員が公職選挙法違反で

逮捕をされております。夫婦で逮捕されるというのは、憲政史上初めてだそうでございます。私

ども対馬市議会、来年は選挙でございます。くれぐれも夫婦共々そういうことがないように留意

をしたほうがいいのではないかと思います。 

 では、さきに通告しておりました３項目について、市政一般質問をさせていただきます。それ

とすいません、その前に市民の声をいただいておりますので、御案内をさせていただきます。女

性と男性とお１人ずつの声でございます。 

 まず最初は、男性の声でございます。「市長さん、２期目の当選おめでとうございます。昨年

の日韓問題、そして今年は何と新型コロナウイルスと立て続けですと、島で生きている私はどう

もこうもなりませんと。このようなときこそ、力強いリーダーシップを取っていただき、早く元

の島に戻してくれませんかとお願いをします。応援しています。頑張ってください」という声も

いただいております。 

 次は、女性の方でございますが、これは厳原の中の人でございますが、「市長さん、新しい副

市長さんをケーブルテレビで見せていただきました。ハンサムまでとは言えませんが、本当に真

面目な方のようで安心をしました。対馬で生きる子供たちのために２人で力を合わせて頑張って

くれませんか」という市民の声をいただいております。 

 では、さきに通告しておりました３項目について市政一般質問をさせていただきます。 

 まず、第１点の新型コロナ経済対策などについて。これについては、６点ございます。 

 まず第１点は、対馬は昨年からダブルパンチの経済ショックを受けています。一番早くすべき

１０万円の定額給付金の郵便発送は他の自治体よりも遅れたのはなぜかという点でございます。 

 そして２番目が、補助金などが漁業者は５万円だと、商業者が２０万円だと、なぜ差があるの

かということでございます。 

 ３点目でございますが、これについては小島議員や坂本議員からのほうからも質問がございま
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した。ダブつくようでございますが、せっかく書いておりますんで質問させていただきます。 

 准組合員にも助成の拡大を図るべきではないかということでございます。 

 ４番目が、これは国の方針で決まった分でございますが、かなりの固定資産税の減額または全

部なくすというふうなことも盛り込まれた経済措置でございますが、これに対して、市の対応は

どのようにするのかという点でございます。 

 そして５点目でございますが、これはＧｏＴｏキャンペーン、いろいろな問題が発生しており

ますけれども、やがて８月から実行されるでございましょう。金額にして約１兆７,０００億円、

莫大なお金でございます。これに対して、厳原の中心地の繁華街、茶屋町でございますが、この

茶屋町においてこれと似たようなキャンペーンができないのかと。題して、「レッツゴーニコニ

コ活性化事業」に取り組む考えはないかということでございます。 

 ６点目は、このままでは収束しませんので、第２弾の経済対策を９月頃実行するお考えはない

のかという点でございます。 

 それと大きい第２項目でございますが、安定的な漁業経営の確保、これについて、有人国境離

島新法での活用はできないのかという点でございます。 

 ３点目が、現在の執行体制について。新副市長体制で２期目を迎えられたわけでございますが、

当初の予想以上に経済が混沌としております。このような中では、副市長を２人として対応をす

べきでないか、これからのためにという、以上、３項目でございます。市長の答弁を求めます。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  小宮議員の御質問にお答えいたします。 

 まず初めに、大変ありがたい、そして励ましの市民の声を聴かせていただきまして、ありがと

うございました。期待にお応えできるよう、一生懸命副市長とともに頑張ってまいりたいという

ふうに思っております。 

 それでは、質問についてお答えをさせていただきます。 

 初めに、本市の１０万円の定額給付金の郵送、発送手続についてでございますが、本市では、

特別定額給付金申請書の発送を５月１４日から開始し、１６日までに順に市民の皆様へお届けし

ております。 

 国から示された標準的な申請書の様式はＡ４サイズの片面でございましたが、文字等が小さく、

普段から書類作成などをする機会の少ない方にとっては申請書の作成が煩わしく感じ、記入漏れ、

記入誤りの原因となると考え、まず、申請書様式のサイズ変更を決定し記入箇所をできるだけ少

なくすることと、受付から支給事務へ進む中での二重払いを防ぐ目的で電算管理システムの開発

を急ぎました。 
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 これは、申請書に不備があれば申請者への連絡から補正までに時間を要し、支給がさらに遅れ

ることを避けるため考慮したものであります。 

 さらに、申請書を確実に届けるため専用封筒とし、政府閣議決定の翌日から手配をいたしまし

たが、送付用及び返信用の封筒も全国の自治体が一斉に発注したため、納品に日数を要したこと

も原因の一つとなりました。 

 本市より発送が早かった市町は、国の示すＡ４様式の申請書を採用したり、封筒の種類などを

問わず在庫を活用することで早い対応ができたようでございます。 

 また、受付開始直後は、窓口に申請者が混雑することが予想されるために、密集、密接を回避

し、来庁者を分散させる目的で窓口申請による事前受付を５月１２日から開始し、事前受付した

世帯への第１回目の振込は５月２０日に行っております。１日でも早く、１人でも多くの皆様に

給付金を届けることができるよう、郵送請求第１日目の口座振込日の５月２８日までは担当課以

外の職員も動員しながら申請の受付、審査業務を行っておりますので、御理解賜りたいと思いま

す。 

 また、オンライン申請につきましては、５月１日より申請受付を開始いたしました。開始時は、

国との連携事故で一部の市民の方々へ御迷惑をおかけいたしましたが、午後からは問題なく申請

手続をいただいております。 

 なお、オンラインによる申請世帯への第１回目の振込は５月１５日に行っております。６月

１９日現在、１万４,４８９世帯、９６.３％でございます。人数といたしまして２万９,１４３人、

９７.３％に交付済みでございます。 

 次に、本市の経済対策における漁業者５万円と商業者２０万円の差額についてでございますけ

れども、対馬市漁業者緊急支援助成金による漁業者への助成額につきましては、国の支援策等を

参考にしながら、漁船漁業における対前年同期比の減少漁獲金額の２０％相当を支援するものと

して５万円とさせていただきました。対して、商業者の皆様は営業自粛の反面、店舗の賃料等の

負担が大きい事業者も多数あり、固定経費が多額となること、また、韓国人観光客の激減の影響

も勘案しますと、一概に金額の比較はできないものと考えております。 

 次に、３番目の准組合員への助成金の拡充についてでございますけれども、対馬市漁業者緊急

支援助成金につきましては、漁協正組合員のうち、漁獲金額が前年同期比、３月から４月でござ

いますけれども、２０％以上の減少となる漁業者を対象とさせていただいております。准組合員

の中にも、住所要件や漁業従事日数等により正組合員の資格を有していないものの漁業を生業と

されている方が一部おられることは承知しておりますが、他業種との兼業や高齢等により正組合

員を脱退された方が多数であり、ちょっとすいません癩癩申し訳ございません。漁業への従事度

合いが相違することから、同等とは判断できないものとして正組合員のみを対象とさせていただ
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きました。しかし、さきの答弁でも申し上げましたように、今後、一定の基準を設けつつ、支援

拡充に取り組んでまいりたいと存じます。 

 次に、４番目の固定資産税の国の軽減等の措置について、市の対応についてでございますけれ

ども、新型コロナウイルスの影響により収入が大幅に減少し、納付が困難になった個人の方や事

業者に対し、市税等につきましては、申請することによって無担保かつ延滞金なしで１年間の徴

収の猶予制度の特例が実施されているところであります。 

 固定資産税につきましては、中小事業者等に限られますが、令和３年度の１年間に限り、国の

施策として、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の課税標準を

所得の減少率に応じて２分の１またはゼロとする軽減措置が特例で実施されます。 

 議員御指摘の２分の１軽減の対象となったホテル、民宿等もゼロにならないかということでご

ざいますが、この減免につきましては国の特例であり、特定の業種に限るものではございません。

地方税等に規定されている固定資産税は、現時点での土地、建物の資産価値、評価額によって課

税されてあるものであることから、災害による資産価値の減少に起因する減免規定はございます

が、所得の減少を起因とする減免は想定されていないところでございます。 

 また、固定資産税は、市が提供する行政サービスと資産の保有に着目して、応益原則に基づき

課税する基幹税でもありますことから、市といたしましては、国の軽減以上の対応は難しいもの

と考えております。 

 次に、５番目のＧｏＴｏキャンペーン事業についてございますけども、８月１日から国のＧｏ

Ｔｏキャンペーンが開始予定となっております。詳細な内容はまだ国から示されていませんけど

も、４つのメニューがあり、その中の一つに商店街キャンペーンとして商店街等によるイベント

の開催、プロモーション、観光商品開発等に関することに最大３００万円が助成されます。 

 議員からの質問には、そのメニューに関して「レッツゴーニコニコ活性化事業」等を企画して

みてはというような御質問でありましたけども、事業実施主体は、商店街や組合等の団体が行う

こととなっております。本市といたしましても、そのような団体に助成金を活用して経済の活性

化を図っていただきたいと思いますので、そのような企画に対するお手伝いをしたいと考えてお

ります。 

 また、市においても、４月の補正予算で同じような内容の商工業者にぎわい創出支援事業を議

決いただいており、上限５０万円ではありますが、国の事業よりも使いやすい助成金にしたいと

思いますので、ぜひ御活用いただきたいと思っております。 

 次に、６番目の第２弾の経済対策を９月頃に実行するお考えはないかというような質問でござ

いますけども、御存じのとおり、国の二次補正による地方創生臨時交付金２兆円が１２日に成立

しました。本市への配分はまだ分かりませんけども、一次補正予算の実績により金額を想定しな
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がら、早い段階から経済対策案を協議しているところでございます。 

 また、国の第２次補正予算の免除の中に特別家賃支援給付金等の事業も盛り込まれ、観光客向

けには先ほどのＧｏＴｏキャンペーン事業や国境離島交付金のしま旅商品、県の宿泊施設応援キ

ャンペーン事業などがございます。このような事業と重なることのない隙間を埋めるような事業

で市内の事業者の下支えをしたいというふうに考えております。 

 次に、大きな２点目の安定的な漁業経営の確保についてでございますけども、有人国境離島法

は、我が国の領海、排他的経済水域の保全等に寄与することを目的として平成２９年に施行され

ており、中でも特定有人国境離島地域については、対馬市を含む１５地域７１島、人口約２７万

人が対象となっております。 

 内閣府所管事業の社会維持推進交付金については、長崎県内の対馬、壱岐島、五島列島の３地

域で、運賃低廉化、輸送コスト支援、雇用機会拡充、滞在型観光促進等が実施されており、長崎

県で全国予算の約５６％、対馬地域で１７.５％を占めております。対馬市にとって非常に有効

な事業であることから、今後も有効活用に努めるとともに、さらなる事業内容拡充についても必

要に応じて長崎県と連携しながら国へ要望してまいります。 

 次に、３番目の副市長２人体制の提案についてでございますが、遡れば、前市長の１期目の平

成２０年８月から副市長２人体制をしいて、その後、平成２７年４月から１人体制となり、現在

までその状況が続きました。 

 私の１期目の任期中、２人目の人選を進めましたが、諸般の事情から断念した経緯もございま

す。幅広い分野に目を向け、適切な人材を求め、早い時期に議会へ提案できるよう考えてまいる

所存でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  先に安定的な漁業経営の確保等いうことで、これから先にさせ

ていただきたいと思います。 

 市長の答弁では、事業内容を今度検討したいということでございますが、これが施行は、施行

された、法律が決まったのは、平成２８年の４月に決まっております。これは、私どものこの選

挙区からの谷川代議士が議員立法として、法律第３３号として決定をされた非常にすばらしい法

律でございます。 

 この法律の中に、ちょっとこれよろしいですかね。これは、この有人国境離島新法は１条から

１７条までございます。先ほど市長の説明のとおり、運賃等のもの、それと雇用拡充のものは皆

さんもうよく活用されておりますが、これでいう法律の中の１６条には、安定的な漁業経営の確

保ということで明文化されております。その中が、安定的な漁業経営の確保を図るということで
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す。そして、一番肝心なところは、漁業を営む者が行う漁船の操業に関する費用の負担の軽減に

ついてこれを考慮しなさいというふうな文章なんでございますが、このとおりに軽減が今なされ

ておるのかということを先にお尋ねします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  確かに、今度の有人国境離島法の第１６条にはそのように書いてありま

す。ただし、今現在、この中で、用船料、燃油料等の支援につきましては、国境監視等の漁船に

対する用船料、燃油代ということになっているようでございます。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  確かに、漁船と、監視等なんですけれども、それは言われるよ

うに、平成２９年の４月に閣議決済した中にもこのようにうたってあります。これは、漁船じゃ

ないんですよね。外国船などの調査とか監視するための燃油関係ということなんですよ。先ほど

の１６条でいうと、漁船の操業に関する軽減とは全く違う文章なんですよ。その辺はどう理解さ

れますか。 

○議長（小川 廣康君）  小宮議員、マスクをちょっと上げてください。マスクを上げて。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  すいません、息が苦しくなるもんで。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  確かに、そこは、漁船の操業に要する費用の負担軽減ということであり

ますけれども、この外国漁船の調査、監視を行う漁船も対馬島内の漁船でありますので、ここに

対しての今助成が行われているということで理解をしております。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  先ほどの１６条と全く違う内容なんですよね。なぜ、これがこ

ういうふうにできるかというと、まず、この全体を総括する有人国境離島新法は内閣府が大本で

ございます。先ほどの１６条はなぜこんなに食い違うかというと、内容は全く別なんですよ、本

来の文面と。なぜ違うかというと、内閣府と漁船に対しては、１６条に対しては全く別の部署が

管轄しておって、内閣府そのものは管轄をしていない、だから、こういう矛盾的なものが生じて

おるんですよ。水産庁がこの１６条は管轄しております。それで、このような矛盾は誰が見ても

文面的にも明らかですから、これについては県を通じて国のほうに、条文と全く違うじゃないか

と方策が、政策がということを強く述べていただいて、できれば内閣府が一括してやると。また

は強引的に水産庁をそれに入れ込むとかいう形を、今後、県のほうにお願いしてみたらどうです

か。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  このことにつきましては、また折を見て県のほうにも御相談申し上げ、
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また、内閣府に行くときにはそのような御相談も申し上げたいというふうに思います。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  私もその矛盾点については、国のほうの担当者ともう話させて

いただきました。十分理解はしていただいたようにございますので、早い段階で国、県に上げて

いただきたいと思います。 

 それと、一番最初の分、ああ、２番目に行きましょうかね。この准組合員については、市長の

答弁は、小島議員、そして、坂本議員にも言われたように、この助成金は今月でもう終わるわけ

ですよね。６月３０日で切れるわけですよ。そして、その執行率は４０.６でしたか、僅かです

よね。６月で切れるんだから、やがては何かの対策を取っていかねばいけないんですが、先ほど

市長が言ったように、一定の基準を設けてやるという方針が決まってございますが、私が危惧す

るのは、組合員と准組合員という法律的な区分がどうなっておるのか、法律的な区分が。多分、

水産業協同組合法という中での区分だと思うんですが、その辺はどうなっておりますか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  今議員おっしゃられたように、俗にいう、水協法によりまして決められ

ているようでございますけども、この地区内にまず居住することが条件、そして漁業を営み、ま

た、これに従事する日数が１年を通じて９０日から１２０日までの間で定款で定める日数を超え

る漁民ということで正組合員の資格が決められているようでございます。 

 今、１２漁協の内容を見ておりますけども、全ての漁協で従事日数が９０日を超えるものとい

う定義がなされているようでございます。そのほかには、このほかにも条件があるようでござい

ますけども、まず一番厳しいのが従事日数かなというふうに思っております。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  私、法的な区分はどうなっているかちゅうことなんですよね。

これは、先ほどの水産業の組合法の中の組合員たる資格というのがございます。法律でいう

１８条のところの５項には、組合員たる資格を有する、組合員たる資格を有するというのが言葉

では定義されていませんけれども、准組合員の定義といっていいと思います。 

 その中で、市長も答弁されましたけども、漁業以外に兼業でやっている方もおるんじゃないか

ということでございますよね。そして、その基準を定めるということですから、先ほどのこの

５項の中の基準の設定になろうかと思うんですが、５項の中の１号には、組合員たる資格を有す

る以外の漁民、本当に漁師だけで生活してある方、言われるように、９０日とかそういうのは適

合されないけども、漁業として、漁業だけして生活をされてある方がこの１号に該当するんです

ね。そして、この１の２のところには、漁師をされている漁師の奥さん、世帯を共にする者とい

うことで１の２が入っています。基準を定めるとすれば、いいですかね、この１号か１号の２の
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基準の設定が必要だと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ちょっと私のほうがそこのところちょっと理解できませんので、担当部

長のほうに答えさせます。 

○議長（小川 廣康君）  農林水産部長。 

○農林水産部長（佐々木雅仁君）  小宮議員の御質問にお答えいたします。 

 水産業法、水産業協同組合法第１８条の５項の１の２の件でございますけども、これにつきま

しては、１世帯全員が正組合資格となるもの、また、１世帯１正組合しか資格のない漁協等があ

りまして、准組合員のうち、世帯と同一世帯の女性准組合員の判断が困難かつ平等性に欠けると

いうことと、また、同一世帯の場合、漁獲金額が明確でなく、給与収入の場合が多いことから、

今回の助成要件である漁獲金額として判断することが難しいということで、一様には難しいとい

うことで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  今回はその基準を見直すということですから、この１２漁協の

先ほどの１号の分と１号の２の分の数、准組合員の１号と１号の２の准組合員の数はどのくらい

おるんですかね。 

○議長（小川 廣康君）  農林水産部長。 

○農林水産部長（佐々木雅仁君）  １号の１の准組合員の数でございますが、千五百九十、失礼し

ました。２,４０８名でございます。そのうち１号の２、１の２でございますが、約８００名と

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  ですよね。８００名というのは、じかに漁業者として、だんな

さんも共になろうかと思うんですが、そういう方がほとんどでございますから、こういう方を基

準に新しい範囲を広げるということであれば、この８００名に行き届くように、再度、考えてい

くべき必要があろうかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私のほうは、そこまでははっきり言って考えておりません。要は、やは

り准組合員の中でも漁業に従事して、この漁業が生活の糧というような方を対象とするというこ

とで、そこで一定の基準の金額を設けたいというふうに考えております。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 
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○議員（１２番 小宮 教義君）  分かりました。漁業を糧としている方というのは、この１８条

の１号から４号までありますけれども、１号と１号の２だけが本当にそれで生計を立ててある方

なんですよ、はい。そのところも十分踏まえていただいて、どうせ６月いっぱいで使いきれんわ

けですから、４０％しか施行率がないわけですから、その分をこのような形でしていくという基

本的な考えに沿っていただきたいと思います。 

 それと、定額給付金の１０万円の分なんですけれども、一番早いのは、２１の市町村の中で一

番早いのは五島です。五島は５月の、申し訳ない、４月２０日にこの予算が閣議決定をした後、

４月３０日に国会で成立しました。そして、５月１日からはもう既に郵送を始めておるんですよ。

本来なら、去年から本当に苦しいこの対馬の経済の中で、先に、五島よりも先に、五島は非常に

安定しておる島です。この対馬は非常に、去年から大変な島ですよ。なぜ、こういうふうな形で

できなかったのか。緊張感が足りないんじゃないですか。懲戒処分と一緒のような形で緊張感が

足りない。その辺はどうなんですか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  先ほど答弁したとおりでございます。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  そういうところが緊張が足りないんですよ。そこが緊張感が足

りないということですから、また十分に反省していただきたいと思います。 

 それともう時間ございませんが、あと８分ですけれども、この新体制、確かに、この２期目を

迎えるわけですけれども、前任の市長さんの残務処理がかなり残っております。残っておるであ

りましょう。要するに、ごみを片づける時間かかるんですよ。でも、大きいごみの一つは所信表

明でもあったように、ふるさと納税のこの大きいごみは処理をされました。これは立派なもんで

すよ。まだ、ごみがいっぱい残っておるんじゃないですかね。どうですか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ごみというのが何を意味されてあるか、私はよく理解できません。 

○議長（小川 廣康君）  具体的に、具体的に質問していただけますかね。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  それぞれ捉え方があります、ごみというものは。なすべきもの

がない、なさない、それをごみだという人もおるだろうし、いろいろな発想の仕方がありますが、

私の場合は、なすべきものがなさなかったというのが一つのごみという判断でございます。 

 それともう１つですが、この何ですか、人の数え方、人は５人おれば５という数字になります

けれども、人の能力の算定の仕方、その能力の算定の仕方というのは、掛け算になると思います。

同じような人が１００人おっても１掛け１は全て１なんですよ。そして、市長が１人おって、

１.５という数字があるとすると、ほかに誰か１.５以上の人がおるとすると、それが倍になるん
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ですよ。そして市長は、それについては早い時期に検討をしたいということでした。ということ

は、２人制にするという基本的な考えがあるということでよろしゅうございますか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私といたしましても、できる限り、早い段階で新たな２人目も模索した

いというふうに考えております。 

○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  時間もありませんけど。そうですよね。もう１人、できれば先

ほど言いましたように、人間の能力というのは掛け算ですから、ぜひ、中央からでもいいじゃな

いですか、財界人からでもいいし、能力のすごくある方をぜひ２人目の副市長として、早い時期

に、こういう時代です。厳しい時代だからこそ、皆さんで力を合わせてやらなければいけないと

思います。早い時期に優秀な人を、できれば、公務員上がり以外の方がいいと思います。早い時

期にそれを決めて議会のほうで報告をしていただければ、それが何よりのこれからの対馬の発展

につながると思います。 

 そして、最後になりますけれども、幕末の時期に佐賀藩士の幕末の志士でございますが、江藤

新平というすばらしい藩士がいました。この江藤新平は、人の評価を３つに分けて語っておりま

す。３段階に分けて。お金を残す者は下であると、仕事を残す者は中である、仕事を残す者は。

人を残す者は上であるというふうな言葉を残しております。これからこの対馬で、将来、生きて

いく子供たちのために、この言葉をかみしめていただきたいと思います。 

 以上です。時間です。 

○議長（小川 廣康君）  これで、小宮教義君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（小川 廣康君）  暫時休憩をいたします。再開を３時５分からといたします。 

午後２時47分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時02分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

 引き続き、市政一般質問を行います。２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  ２番、伊原でございます。初めに、昨年１２月頃より、アジアの

一部の地域から発生した、新型コロナウイルスの感染拡大により、世界中で多くの尊い命が失わ

れています。 

 ウイルスに感染され、治療中の皆様の一日も早い御回復と、その治療に２４時間体制で携わっ

ています医療従事者の方々に心より敬意を表します。 
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 さて、本日の質問の内容でございますが、１点目は、人口減少によって及ぼす本市の経済活動

への影響と少子化対策、２点目に、災害時における避難所での感染防止対策でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、１点目でございますが、毎月発行の広報つしまでは、昨年５月号から人口と世帯数

に加えて転入及び転出、そして出生、死亡数が掲載され、本市の人口動態が確認できる紙面とな

っています。 

 人口問題につきましては、平成２４年６月の市議会定例会から７名の議員さん、延べ１０回御

質問があっております。しかし、人口対策につきましては、総合戦略上、最大のテーマとして長

期に取り組んでいますが、残念ながら有効な効果がなく、今日に至っています。 

 ここで、広報つしまの昨年６月号から直近の５月号までの１年間の人口動態の統計では、２月

までは本市の人口は３万人以上で推移していましたが、悲しいことに本年４月から３万人割れと

なりました。 

 人口が３万人以下となった要因でございますが、特に３月末は転勤や進学等により転入者

３４２名に対し、島外への転出者数６１０名で、転入者数を２６０名も大きく上回ったことにな

ります。つまり社会減に陥っております。 

 また、本年４月末以前の１年間の出生数、死亡数の統計では、出生数が死亡者数を下回る人口

の自然減は、１８年前の平成１４年から始まっています。ここで、国内の人口でございますが、

厚生労働省発表の前年度の人口動態統計の年間推計でございますが、国内出生数は８６万

４,０００人、前年比で５.９２％と急減し、統計開始以来、初めて９０万人を下回った。 

 また、出生数が死亡数を下回る人口の自然減は、５０万人を超え、政府も対策を講じたにもか

かわらず少子化、人口減が加速している。さらに、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推

計では、出生数が９０万人を割り込むのは、令和２年度、また、死亡数が９０万人台となるのは、

令和３年度との予測が２年早まっていると報じられておりました。人口減少によって、消費の低

迷、経済活動や様々な業態の組織運営など、社会形成に影響を及ぼすことが懸念されます。対馬

市が衰退することのないよう、持続可能な長期の社会経済が維持できる体制整備が求められてい

ます。中長期的な観点から、人口問題に関して、行政の進む方向性とその役割についてのお考え

をお尋ねをいたします。 

 次に、少子化は社会保障の支え手の減少に直結するほか、潜在成長率の低迷を招く恐れがあり

ます。具体的には、少子化によって市税等の自主財源の減収により、様々な単独予算を要する事

業展開に影響しますので、人口減少が予想より早く進む事態への備えが重要です。 

 さて、対馬市の平成元年度の出生者数は、年間５６９名でございました。直近の令和元年の数

値では、２００名以下となっています。出生数向上には、婚姻などの前提要件がございます。中
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には、不妊治療に費用と時間をおかけになっている方、さらに経済的負担が大きい体外受精治療

に取り組まれていることも重々承知しています。新生児誕生から成人を迎えるまでに多くの費用

を要します。その支援策が十分に浸透していないのではないかと危惧をしております。次世代を

担う乳幼児や児童数を増やすことは最重要施策と考えますが、出生数向上のための基本的なお考

えと、例えば、結婚祝い、出産手当の増額、小中高校への入学祝い金などの拡充などができない

でしょうか。婚姻から出産、育児までの子育て世代の支援策として、切れ目のない取り組みの展

開についてお尋ねをいたします。 

 次に、この度の新型コロナウイルス感染者数は、全世界で６９０万人を超えたと報じられてい

ました。また、厚生労働省によりますと、国内の累計感染者数は、昨日の段階で１万７,８６４名、

感染症で亡くなられた方は、９５３名と発表されています。今以上に被害が拡大しないよう、一

日でも早い有効なワクチン開発が求められています。本市では、今日現在まで幸いにも新型コロ

ナウイルスによる感染者は確認されていませんが、日常生活において新生活様式を取り入れた、

しっかりとした感染対策を心がけますよう願っております。 

 さて、昨年は５０年に一度の記録的な大雨や台風による被害が市内各所で発生しました。特に

上県町佐護地区では河川の氾濫により、多くの家屋が床上・床下浸水被害、また、厳原町佐須地

区の一部では豪雨によって大量の林地残材や土石が排水路を塞いだことにより機能低下となり、

床上・床下浸水被害、さらに、市内各所ののり面の崩落や生活道など、７０か所以上の甚大な被

害が発生しています。本市も梅雨を迎え、昨年のような甚大な災害が発生しないよう念じていま

すが、災害は起こり得るを教訓に、その対策を講じていると考えています。万が一避難所で過ご

されるような災害が生じた場合、新型コロナウイルス感染対策が新たに求められていると思いま

すが、市内各所の指定された避難所の感染対策は万全でしょうか。感染防止のための安全な室内

空間の確保による感染対策などの取組について、お尋ねいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  伊原議員の御質問にお答えします。 

 議員御質問のとおり、本市の人口は令和２年３月末現在の住民基本台帳上で２万９,９７６人

と、初めて３万人を割り込み、人口減少抑制対策にさらに取り組む必要があると強く考えている

ところであり、その３月には、第２期対馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定したところ

であります。この戦略の策定に当たりましては、ＳＤＧｓやＳｏｃｉｅｔｙ５.０の考えも盛り

込んで、全ての世代に対馬に住み続けていただくことや移住者を増やすことはもちろんでござい

ますが、特に若い世代や女性に対馬に住み続けていただけるよう、進学や就職のために対馬を離

れる中高卒業生のＵターンの促進、出産可能年齢女性の社会移動状況の改善と島外からの呼び込
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みによる拡大の着眼点から施策を検討しております。具体的な施策といたしましては、男女の出

会いの場の創出から、交際、結婚までをフォローする縁結びプロジェクト、女性にターゲットを

絞った移住の推進、また福岡を中心とした地域をターゲットとし、テレワーク環境の整備や二地

域居住対応も含めた移住支援策の拡充により、移住を推進するＵＩターン推進事業、持続した地

域づくりを担う人材の島外からの呼び込み、または島内の人材を育成する島づくり人材育成事業、

高齢者の生きがいをつくり、健康寿命を延ばすため、シルバー人材センター活用事業、中学卒業

者の市内高校への進学率の向上を目指す対馬３高校の特性に合った文化スポーツ指導者招聘事業、

自動運転による公共交通を目指す自動運転バス等実証事業等の施策を盛り込んでおります。これ

ら各種施策を推進していくことで、社会減及び自然減の両面から人口減少の抑制を目指していく

わけでございますが、とりわけ自然減につきましては、出産子育て支援の少子化対策が重要であ

り、それらの施策としましては、現在、妊娠期から出産、乳幼児期に対し多岐にわたり取り組ん

でおります。 

 新たな支援策といたしましては、不妊で悩んでおられる御夫婦を対象に、不妊治療費を助成す

る施策として、国・県の助成に市からの助成金を追加交付する特定不妊治療費助成事業、また市

単独事業となる一般不妊治療費助成金事業及び不育症治療費助成金事業に係る経費を本定例会に

補正予算として提出しているところであります。 

 また、新たな子育て支援の取組といたしまして、ファミリーサポートセンター事業の開始に向

けて協議を進めております。さらに今後の取組といたしまして、全ての世代が安心して集えるコ

ミュニティー拠点施設の整備について、遊休施設の利活用等を視野に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 平成３０年３月に長崎県が独自に分析いたしました、長崎県版の特殊出生率のデータでは、長

崎県全体で１.６６、各市町村別においては、対馬市は２.１６であり、壱岐市の２.２２に次い

で県下では２番目に高い数値となっております。今後さらに本市独自の出産子育て支援対策の拡

充等に努めるとともに、本市の人口減少抑制の実現に向けて、対馬がワンチームとなり、第２期

対馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略を強力に推進してまいりたいと存じます。 

 次に、災害時における避難所での感染防止対策についてでございますけれども、５月２５日に

全ての都道府県で緊急事態宣言の解除が発表されましたが、未だに新型コロナウイルス感染症は

収束に至っておりません。このような状況で自然災害が発生した際に、避難所に多数の避難者が

参集した場合、飛沫感染や接触感染が発生しやすい環境になる危険性がございます。昨年は、避

難準備が３回と避難勧告を３回発令し、避難者は最大で８２世帯、１８０名の方が避難されまし

た。市では、警戒レベル３以上に該当する避難情報を発令した場合には、市内９か所に避難所を

開設しております。また、福祉避難所につきましては、市内に１５か所を指定しており、５月
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２９日に避難行動要支援者の市の担当が集まり、新型コロナウイルス感染症対策や要支援者への

対応等について確認をしております。また、６月８日に各振興部や行政サービスセンターの防災

担当者を集め、職員初動マニュアルや避難所運営等について職員間で確認しております。 

 避難所につきましては、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した避難所運営要領を早急に作

成し、要支援者への避難所での十分なスペースの確保や避難者の健康管理、避難所運営の基本方

針、避難者の受け入れ手順及び発熱者の対応等、細部について情報共有してまいります。また、

新型コロナウイルス感染症対策を考慮した福祉避難所運営マニュアルにつきましても、本年度中

に作成する予定でございます。梅雨時期を前に防災担当者に指示し、避難所の感染予防対策用品

として、非接触型体温計やマスク、消毒液及びビニールパーティション等を準備するとともに、

各避難所の配置や発熱者等を受け入れる部屋の確保を行い、不足が生じないよう準備を進めてお

り、６月２６日には市の防災担当者と市が開設する避難所の職員を参集し、新型コロナウイルス

感染症対策に対応した避難所の開設と運営の伝達講習会を実施し、その内容を市民に有線テレビ

で放送し、市民皆様への周知に努めてまいります。 

 市民の皆様におかれましては、当面避難行動に当たっては、新型コロナウイルスの感染予防に

考慮いただき、可能な場合は親戚や知人宅へ避難することも御検討いただきたいと考えます。な

お、市等が開設する公共の避難所に避難される場合も、感染予防の観点から、あらかじめマスク、

携帯の消毒液、体温計などを準備の上、持参いただきますようお願い申し上げますとともに、避

難所内においては、他の避難者と一定の距離を保ち、マスクを着用するなど、避難所内のルール

を守っていただくことをお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  ありがとうございました。まず、人口問題につきまして、国立社

会保障・人口問題研究所発表の人口動態資料によりますと、昭和２２年から２４年の第１次ベ

ビーブーム、その出生者数は約２７０万人、その２２年後の昭和４６年から４９年の第２次ベ

ビーブームでは、約２０９万人でありましたが、残念ながら第３次ベビーブームとはならず、近

年は、９０万台に急落をしています。人口統計上の指標として、お１人の女性が出産可能とされ

る年代まで子供を産む平均を示すのが合計特殊出生率です。合計特殊出生率が最も高かった年は

昭和２４年の第１次ベビーブームで４.３２、昭和４８年の第２次ベビーブームでは２.１４、

２年前の統計では、１.４２と報告されています。合計特殊出生率の統計でございますが、九州

沖縄の市町村別では、鹿児島県の伊仙町が２.８１で第１位です。本市は先ほど市長さんがおっ

しゃった２.１６、以前は２.１８で推移しておりましたけれども、この九州沖縄の市町村別では

第５位、上位に位置しておりました。全国に目を向けますと、岡山県の奈義町、人口６,５００名
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程度、畜産を主に産業のところでございます。ここも鹿児島県の伊仙町同様合計特殊出生率が

２.８１、全国で常に上位に位置をしております。しかし、合計特殊出生率の指標となる平成元

年の出生数５６９名から令和元年では、１９８名で、右肩下がり、年々減少傾向にございます。

また、亡くなられた方は平成元年の３９８名から令和元年では４５８名となり、死亡者数が出生

者数を上回っている状態、つまり自然減の変動幅は年々大きくなっている、さらに、令和元年

６月から本年５月までの年間の転入者数１,２１８名、転出者１,４２８名で、その差はマイナス

２１０名、転出者より転入者が下回る現象の社会減と言えます。つまり、都市部を除きますと、

国も地方も本市も自然減、社会減という両方の人口構造となっています。 

 さて、一向に収束の兆しが見えない新型コロナ感染症の発症がなかったことは本市の都市部か

ら移住について問い合わせはあっておると思います。先ほど小島議員さんからのこの質問がなさ

れたと思いますが、このことを機に、少しでも人口増のため、移住定住元年として取組はないで

しょうか。先ほどお答えしてあると思いますけど、ちょっと聞きそびれましたので、もう一度都

会からの人口等の問い合わせ、移住等の問い合わせがあったかどうか、そのあたり少しお願いし

ます。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  問い合わせがあったかどうかということにつきましては、後ほど担当部

長のほうに答えさせますけども、もう議員さんも既に御承知のことかとは思いますけども、この

先ほどお話のあった社会増減につきましては、平成２８年が４１６人、そして２９年度が

２１０人、次の平成３０年度が１５４人と、かなりのスピードで社会減が減少していたというこ

とで大変喜んでおりましたけども、この令和元年度、恐らく韓国人観光客の減の影響かなという

ふうに思ってはおりますが、ここでまた３３６人とちょっと増えておりますので、今後また再度

改めて、この対策に一生懸命取り組んでまいりたいというふうに思っております。担当部長のほ

うから答えさせます。 

○議長（小川 廣康君）  しまづくり推進部長、武末祥人君。 

○しまづくり推進部長（武末 祥人君）  コロナの影響で移住者が増えたか、相談が増えたかとい

うことなんですけども、とりわけ特に増えたという状況ではないです。頻繁にはあっております

が、コロナの影響で急激に増えたという状況ではありません。毎年移住者は増えておりまして、

昨年、また今年と増えていくんではないかなとは思っております。 

○議長（小川 廣康君）  ２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  都市部で今コロナが随分感染者数が多いということで、この安全

な本市において、移住の御連絡があったかどうか、そこでいうと。 

○議長（小川 廣康君）  しまづくり推進部長、武末祥人君。 
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○しまづくり推進部長（武末 祥人君）  質問にお答えします。 

 コロナの影響で、対馬に移住したいという問い合わせでございますか。私の知っている限りで

はあってないような気がしております。担当のほうにはあっておるかもしれませんけども、私の

ところでは、承知しておりません。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  ２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  そうですか。わかりました。２０１５年に国立社会保障・人口問

題研究所で１５回の出生動向基本調査が行われております。理想とする子供の数を下回る御夫婦

へのアンケート調査結果ですが、第１番目、子育てや教育にお金がかかり過ぎるということがご

ざいました。それから、本市におきましても担当部のほうで２０１６年、４年前ですか、２０歳

から４９歳の男女９００名に対して、子育てアンケートが行われました。理想的な子供の人数は

３人ということでございますが、実際の人数は２人以下が多かったということが報告されており

ます。少子化の理由といたしまして、先ほどの国のアンケート結果と同じで、子育てや教育にお

金がかかる。また、妊娠や子育てに対する職場での制度や理解不足も上げられています。御承知

のとおり、公務員の皆様は、産前産後休暇や育児休暇制度などがございまして、また、産休代替

や職員の雇用など、福利厚生が整っております。市内の中規模、小規模の民間事業者でも安心し

て妊娠や出産ができる体制が必要じゃないかと思います。出生数を高めるためには、前提要件と

して婚姻が上げられます。婚姻の届出数を私今まで把握していなかったもんですから、担当部局

のほうにお願いいたしましたら、平成１８年の数値から令和元年までの数値をいただいておりま

す。平成１８年は年の途中からの算定ということでございましたので、比較といたしまして翌年

の平成１９年の婚姻届出数は１５８名でございました。令和元年では８２名、１２年間で約

７０組以上が減少していることになります。先ほど２０１６年の対馬市の実施されました結婚支

援策のアンケートによりますと、安定した雇用の供給、それから、結婚祝い金などの経済的支援、

市長からお答えございました、ここで婚活イベントなど出会いの場の創出というふうになってお

ります。このように婚姻届出数が年々減少しておりますが、このアンケート後の施策をもう一度

お答えをお願いします。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  多岐にわたって実施しているというふうに思っておりますけども、その

中でも特に今の対馬市にとって不可欠でないかなというのがこの不妊治療関係の助成というよう

なことで本年から取り組むということにしております。 

 それと併せまして、先ほどまた新たな子育ての関係で、やはり不安なところがあるというよう

なところで、今、ファミリーサポートセンターを開始するように準備を進めているところでござ
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いますけども、このファミリーサポートセンターというのが、要は児童を預けることを希望する

者と、そのことに対して預かってもいいよというような方を相互に結び付けるような委託先を見

つけるということで、今現在ファミリーサポートセンターとしての組立てを実施しているという

ようなところでございます。これができれば、保育園等はございますけども、保育園に行ってい

ない子供たちも安心して預けることができる、そしてまた急なときに御用件ができたときにはそ

こに預けて安心して自分の所用ができるというようなことで期待をしているところでございます。 

○議長（小川 廣康君）  ２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  ファミリーサポートセンター、非常にいい制度だと思います。御

家庭とのつなぎ役と申しますか、それにつきましては、やはりお互いマッチングが必要かなと思

いますが、このサポートセンターは市内に何か所程度予定されたんですか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  市内１か所らしいですけど、詳しい話はまた担当の部長のほうから説明

させます。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  基本となるのは１か所でございます（「スイッチ」と呼ぶ者あ

り）基本となるのは１か所でございますけども、その１か所から支部という形の中でコーディ

ネートをしていただくというような今計画をさせてもらっております。 

○議長（小川 廣康君）  ２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  昭和の時代から考えますと、非常に厳しいというか、子育てに対

してやはり不安、それからいろんな費用が非常にかかるということで、出生数の減少の１つの要

因としてはそういったことかなと、非常に厳しい状況かとは思います。市のほうもいろんな助成、

それから、サポート、いろいろされておりますが、そのあたりの一連の流れ、課が違うじゃない

ですか、それぞれ。先ほどの不妊治療の助成だとか、そこはまた別の課でしょ。今のサポートセ

ンターはまた別の部署でしょ。横断的な情報の共有をしながらできるような子育て支援に対して

の新しい部署の新設、いろんな助成から、それからサポートセンター等含めて、１つの部署に集

中して取り組まれるお考えはないでしょうか。また今後の予定としても結構ですけど、非常にや

っぱり人口減少が市にもたらす影響ちゅうのは非常に大きゅうございますので、子育て支援をす

る担当部局、あるいは担当部署の創設のお考えはないでしょうか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まだ具体的な構想というのは固まっておりませんけども、今日も質問が

ありました中で、御答弁申し上げましたように、今現在、また新たな部署等を含めて組織体制の

見直しをしたいということで、検討中でございますので、もうしばらく研究をさせてほしいとい
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うふうに思います。 

○議長（小川 廣康君）  ２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  特に財政状況も今回のコロナ対策で国のほうも、４０年前の財政

状況、税収と歳出がそれほど大きくなかったと。各年度の国債発行額が１５兆円程度というとこ

ろで、１０年前より歳出が拡大をしておりまして、増額分の穴埋めに国債が発行されています。

国の借金等に当たる国債は国民一人当たり７１３万円というふうに言われております。また、今

回のコロナ対策で国家予算額が１００兆円を超えたと。このことによって、国力が低下するんじ

ゃないかと危惧をしております。このような中で、いろんな今までどおり県を通じて、また、国

を通じて、いろんな予算の確保というのが非常に厳しくなるんじゃないかなと。当然市の財政も

コロナ対策で若干補正予算で計上されておりますけれども、頼みの綱の国のほうの財政力、この

あたりを十二分に今後加味しながら、財政の状況を進めていただければなと思っております。 

 それから、一般の分娩がスムーズにできればいいんでしょうけど不妊治療だとか、体外受精だ

とか、体外受精についてはまた今後の財政出動があろうかと思いますけれども、不妊治療につき

ましては、今年の４月からですか、新たな助成がかなうということで、これについては特段問題

ないと思いますが、出産された場合に、出産手当が創設されてあります。その額をちょっと教え

ていただけますか。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  国から示されているのが４２万円でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  ４２万円ですね。はい。分娩も、分娩された場合に、平日日勤帯、

それから夜間帯、休日、祝祭日、それと、双子分娩、帝王切開それぞれ費用が異なります。

４２万円ということでございますが、これは国からだけの示された金額で、市のほうはプラスア

ルファというのは何もないんですね、でいいです。はい。で、先ほど申しましたように、やはり

帝王切開あたりすると入院がどうしても長引きますので、それだけで恐らく不足するんじゃなか

ろうかと思っております。その状態によっていろいろ違いますけれども、そのあたりを含めて、

少し市のほうのプラス分も今後必要じゃないかと思います。いろんな先ほどのコロナ対策で大変

な状況かと思いますが、それよりも、人口減少をどう食い止めるか、ここにかかってくると思い

ます。婚活、それから出産、子育て支援、このあたりをシームレスな形で進めていただくために

は、それなりの予算計上が必要となってまいりますので、当然いろんな建築道路整備等も予算も

ございますが、人口減少に陥った場合に、もうこれを向上することは非常に不可能と思いますの

で、できましたらそのあたりを重点に枠配分を今後も引き続き考えていただければと思っており

ます。 
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 １点目は終わります。 

 それから、２点目の避難所の感染対策、いろいろな状況下でシミュレーションされながら、担

当部局においてなされているということでございます。今回の新型コロナ対策、感染対策といた

しましては、出入り口に手指消毒、それから非接触型の体温計、それからサーモグラフィー、換

気の整った空間、感染が疑わしい場合はＰＣＲ検査、今までにない対策が求められております。

このことはもう国のほうからも指針が出ているのではないかと思います。避難所、避難時期によ

っては、インフルエンザなどの複合感染が予想されます。御家族の中には車中泊も考えられるん

じゃないかと思っております。分散避難をどうするのか、それから高齢者、妊婦さん、乳幼児

等々、様々なケースを想定しなければなりませんが、そのあたりはしっかりとした基本的なマニ

ュアルは策定はされてありますですか。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まだ作成は済んでおりませんけども、本年度中に一応作成する予定とい

うことで聞いております。 

○議長（小川 廣康君）  ２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  様々なケースが予測されますので、これは担当部局が本当に大変

だと思います。やっぱり一歩進んだそういった防災関係について、それぞれどっかの自治体あた

りでひな形があると思います。今回のコロナ対策を踏まえて、そのあたりを早急に調査していた

だきながら進めていただければどうかなと思っております。この部局は、危機管理のほうですね。

はい。昼も夜もないような業務量が発生するかもわかりませんけど、災害は起こり得るというこ

とを念頭に、市民の安心、安全の確保は行政の務めだと思っております。行政だけで、公助だけ

では不可能な場合は、当然自助もございましょうし、そのあたりを踏まえたマニュアルの策定と

いうのが必要かなと思っておりますので、少し早めに策定をしていたほうが私は得策ではないか

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 はい、これで終わります。ありがとうございました。 

○議長（小川 廣康君）  これで、２番、伊原徹君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（小川 廣康君）  以上で、本日予定しておりました市政一般質問は終わります。明日も引

き続き定刻から市政一般質問を行います。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時46分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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